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まず、2025年12月期における決算では、当初予想を大きく上回る成果が得られたことを
大変嬉しく思います。

データセンター事業では、最大のプロジェクトである石狩の再エネ新データセンターの構
築が順調に進んでおります。関連して、管理用SaaS開発のプロジェクトを立ち上げ、付加
価値の向上を推し進めております。

データソリューション事業においては、前期にグローバルにIPコンテンツを展開する、日本
を代表する企業から大型案件を受注し、今後も全産業に展開を促進してまいります。

昨年の2025年、当社は設立25年を経過し、26年目に入りました。株式上場からも昨年で

20年が経過し、21年目に入っております。

私もBBTowerの社長になり、14年目に
入りました。会社と同じように20年を目
指し不屈の努力をしてまいります。

株主様には、上記事業の推進により、継続
的な安定配当を実施し、業績に応じた機動
的な株主還元を検討してまいります。

また、資本効率向上のため、ROEの目標
を掲げ、収益力と資本効率の向上を図っ
てまいります。

代表取締役会長兼社長CEO 藤原 洋
2026年3月

(2026年2月撮影)

ご挨拶

1



証券コード 3776
2026年３月６日

（電子提供措置の開始日2026年２月27日）
株 主 各 位 東京都千代田区内幸町二丁目１番６号

日比谷パークフロント
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株 式 会 社 ブ ロ ー ド バ ン ド タ ワ ー
代 表 取 締 役 専 務
法 務 ・ 経 理 統 括 中川 美恵子

第27回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第27回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第27回定

時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト https://www.bbtower.co.jp/

上記ウェブサイトにアクセスして、「IR情報」「株式情報」「株主総会」の順に選択してご覧ください。
電子提供措置事項は、インターネット上の当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載し

ております。当社ウェブサイトにて、電子提供措置事項を閲覧できない場合には、以下の東京証券取引所ウェブ
サイト（上場会社情報サービス）にアクセスしていただき、銘柄名（会社名）又は証券コードを入力・検索し、
「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、株主総会招集通知/株主総会資料ページに掲載されている情報
を閲覧くださいますようお願い申しあげます。

東証ウェブサイト https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
【株主総会ポータルⓇ（三井住友信託銀行）】 https://www.soukai-portal.net
なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネットにより事前の議決権行使をお願い申しあげます。

お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいまして、2026年３月19日（木曜
日）午後５時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

１．日 時 2026年３月23日（月曜日）午前10時（受付開始時刻：午前９時）
２．場 所 東京都港区元赤坂二丁目２番23号 明治記念館「富士１の間」

（末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
３．株主総会の目的事項

報告事項 １．第27期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類の内
容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第27期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件
決議事項 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
４．議決権の行使等についてのご案内（３頁【議決権行使のご案内】をご参照ください。）

以 上
●当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
●書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、「会計監査人に関する事項」、「会
社の体制及び方針」、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」を記載しておりませんので、当該書面は監査報告
を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。



議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご

検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

議決権行使には以下の3つの方法がございます｡

■ 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使のお取り扱いについて
議決権行使書用紙において各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。

こちらに、議案の賛否をご記入ください。

一部の候補者を
否認する場合

「賛」の欄に○印をし、否認する候補者の番号を
ご記入いただくか、「否」の欄に○印をし、賛成
する候補者の番号をご記入ください。

インターネットで議決権をご行使される場合郵送で議決権をご行使される場合

議決権行使サイトで議案に対する賛否を
ご入力いただき､ ご送信ください。

2026年3月19日（木曜日）
午後5時30分まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する
賛否をご表示いただき、ご返送ください｡

2026年3月19日（木曜日）
午後5時30分到着分まで

行使
期限

行使
期限

日時

会場

株主総会にご出席される場合

2026年3月23日（月曜日）午前10時
東京都港区元赤坂二丁目２番23号 明治記念館「富士1の間」
末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。 代理人によるご出席について
議決権をご行使できる当社の他の株
主1名様を代理人にご指定のうえ、
代理権を証明する書面を株主総会開
会前に当社にご提出ください。

全員否認する
場合

全員賛成の
場合 「賛」の欄に○印 「否」の欄に○印

第１号議案

否認する場合賛成の場合 「賛」の欄に○印 「否」の欄に○印

第２号議案

見本
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●�一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書
用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく
必要があります。
●�書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、イ
ンターネットによる議決権行使を有効なものといたします。また、イ
ンターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行わ
れたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

お問い合わせ
三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート�
専用ダイヤル

0120-652-031
（受付時間 9時～21時）

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

❶ 議決権行使書用紙に記載のQR
コード®を読み取ります。

❷ 株主総会ポータル®トップ画面
から「議決権行使へ」ボタン
をタップします。

❸ スマート行使®トップ画面が表示
されます。以降は画面の案内に
従って賛否をご入力ください。

スマートフォン等による議決権行使方法

インターネットによる
議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2026年3月19日（木）午後5時30分まで

※�QRコードは（株）デンソーウェーブの
登録商標です。

ご注意事項

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン
以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

PC等による議決権行使方法

株主総会ポータルURL ▶https://www.soukai-portal.net
議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。 ▶https://www.web54.net
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株主総会参考書類
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議案及び参考事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期が満了いたします。

つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名の選任をお願いするものであります。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

1 藤
ふ じ

原
わ ら

洋
ひろし

（1954年９月26日生） 所有する当社の株式数

再 任

168,700株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1977年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
1977年12月 日立エンジニアリング株式会社 入社
1985年２月 株式会社アスキー 入社
1987年２月 株式会社グラフィックス・コミュニケーショ

ン・テクノロジーズ 出向 取締役 研究開発本部
長

1988年９月 米国ベル通信研究所（Bellcore）訪問研究員
1991年４月 ジー・シー・テクノロジー株式会社 出向
1993年３月 株式会社グラフィックス・コミュニケーショ

ン・ラボラトリーズ 出向 常務取締役 研究開発
本部長

1993年６月 株式会社アスキー 取締役
1996年４月 慶應義塾大学理工学部 客員教授
1996年12月 株式会社インターネット総合研究所設立 代表取

締役所長（現）
1999年11月 モバイル・インターネットキャピタル株式会社

取締役（現）
2002年３月 当社 代表取締役会長
2004年９月 当社 取締役会長
2005年11月 株式会社ナノオプトニクス研究所（現 株式会社

ユニモ）設立 代表取締役
2006年９月 当社 取締役
2007年６月 ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
2008年４月 SBI大学院大学 副学長
2008年７月 株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役
2011年６月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ

（現 株式会社ティエスエスリンク）社外取締役

2011年９月 当社 代表取締役会長CEO
2012年４月 当社 代表取締役会長兼社長CEO（現）
2012年11月 株式会社ナノオプトニクス・エナジー（現 株式

会社ユニモ）取締役会長（現）
2015年 6 月 一般財団法人インターネット協会 理事長（現）
2015年12月 株式会社エーアイスクエア 取締役（現）
2016年２月 グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会

社（現 GiTV株式会社）取締役（現）
2017年８月 Internet Research Institute Ltd

Chairman&CEO（現）
2017年10月 株式会社IoTスクエア（現 株式会社ECBOスク

エア） 代表取締役
2018年４月 SBI大学院大学 常務理事、金融研究所所長
2018年６月 ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役

会長兼CEO
2019年５月 一般財団法人日本システム開発研究所 代表理事
2019年６月 株式会社ティエスエスリンク 代表取締役社長（現）
2019年９月 株式会社IoTスクエア（現 株式会社ECBOスク

エア） 取締役
2021年３月 ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役

会長兼社長CEO（現）
2021年４月 SBI大学院大学 学長
2021年７月 株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役会長（現）
2022年２月 一般社団法人デジタル田園都市国家構想応援団

（現 一般社団法人 日本DX地域創生 応援団）
代表理事（現）

2023年５月 SBI大学院大学 理事（現）
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2 中
な か

川
が わ

美恵
み え

子
こ

（1963年１月５日生） 所有する当社の株式数

再 任

93,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989年４月 株式会社広岡広告事務所 入社
1992年１月 株式会社アスキー 入社
1993年４月 株式会社グラフィックス・コミュニケーショ

ン・ラボラトリーズ 出向
1998年８月 株式会社インターネット総合研究所 入社
2002年９月 同社 取締役 コーポレートガバナンス担当
2003年９月 当社 監査役
2005年４月 株式会社インターネット総合研究所 取締役 コ

ーポレートガバナンス担当 兼 CPO
2009年９月 同社 執行役員 コーポレートガバナンス担当
2011年３月 株式会社インターネット総合研究所 取締役 コ

ーポレートガバナンス担当 兼 総務人事担当

2011年９月 同社 取締役COO（現）
2011年９月 当社 常勤社外監査役
2012年９月 当社 取締役 法務・経理統括
2016年２月 グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会

社（現 GiTV株式会社） 監査役（現）
2016年９月 当社 常務取締役 法務・経理統括
2017年11月 Internet Research Institute Ltd

Director
2023年２月 当社 代表取締役社長業務代行 法務・経理統括
2025年３月 当社 代表取締役専務 法務・経理統括（現）

3 及
お い

川
か わ

茂
しげる

（1965年12月28日生） 所有する当社の株式数

再 任

51,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1988年４月 大森薬品株式会社（現 株式会社スズケン）入社
1990年３月 株式会社ジャレコ 入社
1994年４月 同社 人事部 課長
1999年４月 同社 人事部 部長
2002年１月 同社 人事部長 兼 総務部長
2004年４月 当社 入社 人事総務部 担当部長

2005年10月 当社 人事総務部 部長
2010年９月 当社 社長室 人事総務（現 人事総務グループ）

シニアディレクター
2012年９月 当社 取締役 人事総務統括
2016年９月 当社 常務取締役 人事総務統括（現）
2020年３月 ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役（現）



株主総会参考書類
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4 李
り

秀
ひ で も と

元 （1974年10月９日生） 所有する当社の株式数

再 任

87,900株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2007年３月 当社 入社 人事総務部
2008年９月 当社 人事総務部 マネージャー
2010年９月 当社 管理統括 プロフェッショナル
2011年９月 当社 法務内部統制グループ ディレクター
2012年９月 当社 法務グループ シニアディレクター
2014年９月 当社 事業戦略室 執行役員
2014年12月 株式会社セキュア クラウド事業推進担当
2016年９月 当社 取締役執行役員 DC・クラウド・ストレー

ジ戦略担当
2018年６月 ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役

2018年７月 株式会社へリックス 代表取締役（現）
2018年９月 当社 取締役執行役員 経営戦略・DC事業担当
2019年６月 株式会社ティエスエスリンク 取締役
2021年12月 当社 取締役執行役員 ハイパースケールDC戦略

担当
2022年３月 当社 常務取締役 経営戦略・DC事業・ハイパー

スケールDC戦略担当（現）
2023年２月 株式会社ティエスエスリンク 代表取締役（現）
2023年５月 株式会社毎日みらい創造ラボ 取締役（現）
2025年７月 株式会社JPIX 取締役（現）

5 樋
ひ や ま

山 洋
よ う す け

介 （1980年８月21日生） 所有する当社の株式数

再 任

32,200株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2003年４月 エス・アンド・アイ株式会社 入社
2006年７月 当社 入社 エンタープライズ営業
2008年９月 当社 エンタープライズ営業 エキスパート
2011年９月 当社 営業統括グループ エンタープライズ営業

マネージャー
2012年９月 当社 営業統括グループ エンタープライズ営業

ディレクター

2013年９月 当社 営業統括グループ ディレクター
2015年９月 当社 営業統括グループ シニアディレクター
2016年９月 当社 取締役執行役員 DC・クラウド・ストレー

ジ営業担当（現）
2018年６月 ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役（現）

6 樺
か ば さ わ

澤 宏
ひ ろ き

紀 （1978年５月２日生） 所有する当社の株式数

再 任

44,400株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2002年４月 エス・アンド・アイ株式会社 入社
2007年７月 当社 入社 エンジニアリンググループ
2010年３月 当社 エンジニアリング統括グループ プロダク

トエンジニアリンググループ マネージャー
2013年９月 当社 テクニカルセールスグループ ディレクター

2016年10月 当社 テクニカルデザイン本部 シニアディレクター
2018年６月 ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
2018年９月 当社 取締役執行役員 クラウド・ストレージ技

術担当（現）
2020年３月 沖縄ケーブルネットワーク株式会社 取締役
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7 西
に し

本
も と

逸
い つ

郎
ろ う

（1958年９月28日生） 所有する当社の株式数

再 任

18,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1986年10月 （旧）株式会社ラック 入社
1991年４月 同社 取締役
2007年10月 株式会社ラック 執行役員
2009年４月 （旧）株式会社ラック 取締役 常務執行役員
2013年６月 株式会社ラック 取締役 CTO
2014年４月 同社 取締役 専務執行役員 CTO
2014年９月 当社 社外取締役（現）
2017年４月 株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長

CTO

2018年３月 一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会
代表理事

2018年７月 株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長
2020年４月 同社 代表取締役社長 執行役員社長 CEO
2020年７月 一般財団法人日本サイバーセキュリティ人材キ

ャリア支援協会 代表理事
2025年２月 株式会社ラック 技術顧問（現）
2025年９月 チャンスメーカー株式会社 社外取締役（現）

8 今
い ま い

井 英次
え い じ ろ う

郎 （1980年７月２日生） 所有する当社の株式数

再 任

０株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2004年10月 西村ときわ法律事務所（現 西村あさひ法律事務

所・外国法共同事業) 入所
2007年５月 Bain Capital Asia LLC 入社
2013年10月 Farallon Capital Japan LLC 入社
2019年１月 Farallon Capital Japan LLC Managing

Director

2020年４月 琉球フットボールクラブ株式会社 社外取締役
（現）

2022年３月 当社 社外取締役（現）
2022年６月 株式会社東芝 社外取締役
2024年１月 Farallon Capital Japan LLC Partner（現）

9 宮
み や か わ

川 洋
ひろし

（1965年11月29日生） 所有する当社の株式数

新 任

０株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1988年４月 株式会社アスキー 入社
1999年12月 株式会社インターネット総合研究所 入社
2000年４月 株式会社IRI コマース アンド テクノロジー

（現 株式会社イード）取締役
2002年10月 同社 代表取締役（現）
2005年９月 株式会社インターネット総合研究所 取締役
2012年11月 株式会社エンファクトリー 取締役（現）

2015年６月 株式会社絵本ナビ 取締役（現）
2018年３月 マークラインズ株式会社 社外取締役（現）
2021年７月 SAVAWAY株式会社 取締役（現）
2022年11月 エフ・アイ・ティーパシフィック株式会社 取締

役（現）
2025年７月 株式会社インプレスホールディングス 社外取締

役（現）
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10 渋
し ぶ む ら

村 晴
は る こ

子 （1964年12月６日生） 所有する当社の株式数

新 任

０株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1987年４月 千代田生命保険相互会社 入社
1987年８月 財団法人九州大学出版会 入社
1994年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
1994年４月 本間・小松法律事務所（現 本間合同法律事務

所） 入所
1999年４月 同法律事務所 パートナー弁護士（現）
2015年６月 ニチレキ株式会社（現 ニチレキグループ株式会

社） 社外監査役

2015年６月 日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株
式会社） 社外取締役

2018年６月 株式会社タムラ製作所 社外取締役（現）
2019年６月 ニチレキグループ株式会社 社外取締役（現）
2019年６月 アステラス製薬株式会社 社外取締役
2024年６月 株式会社横河ブリッジホールディングス 社外取

締役（監査等委員）（現）

(注）1．取締役候補者のうち、当社との間に特別の利害関係を有する者は次のとおりであります。
藤原 洋氏は、株式会社インターネット総合研究所の代表取締役所長を兼務し、中川 美恵子氏は、同社の取締役COOを兼務
しており、同社は当社株式数の16.29％（2025年12月末時点、自己株式（315,522株）を控除して計算）を保有する大株主
であり、当社との間でクラウドサービス及び太陽光発電の運用業務に関する取引等があります。他の候補者と当社との間には
特別の利害関係はありません。

2．取締役候補者の選任理由について
（1）藤原 洋氏は、2012年４月より当社の代表取締役会長兼社長CEOとして当社の経営を担っているほか、複数の企業にお

いて長年にわたり企業経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験・知識を有しております。療養後、復帰を目指しなが
ら、引き続き、豊富な経験・知見を活かして当社経営を担うことが期待されることから、取締役候補者といたしました。

（2）中川 美恵子氏は、当社及び当社関係会社においてコーポレートガバナンス、法務、経理等の管理部門全般の業務に携わ
っており、引き続き業務執行を通じて培った豊富な経験と実績を活かすことが期待されることから、取締役候補者といた
しました。

（3）及川 茂氏は、当社において人事総務部門の業務に携わっており、引き続き、業務執行を通じて培った豊富な経験と実績
を活かすことが期待されることから、取締役候補者といたしました。

（4）李 秀元氏は、当社において経営戦略及びデータセンター事業の業務に携わっており、引き続き、業務執行を通じて培っ
た豊富な経験と実績を活かすことが期待されることから、取締役候補者といたしました。

（5）樋山 洋介氏は、当社においてクラウド事業やストレージ事業、データセンター事業に営業担当として携わっており、引
き続き、業務執行を通じて培った豊富な経験と実績を活かすことが期待されることから、取締役候補者といたしました。

（6）樺澤 宏紀氏は、当社においてクラウド事業及びストレージ事業など技術部門の業務に従事しており、引き続き、業務執
行を通じて培った豊富な経験と実績を活かすことが期待されることから、取締役候補者といたしました。

3．西本 逸郎氏、今井 英次郎氏、宮川 洋氏及び渋村 晴子氏は、社外取締役候補者であります。なお、西本 逸郎氏は株式会社
東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、本総会にて取締役に選任いただいた後に、引き続き独立役員に
指定する予定です。また宮川 洋氏及び渋村 晴子氏についても、独立役員として指定し、同取引所へ届け出る予定でありま
す。
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4．社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割について
（1）西本 逸郎氏は、株式会社ラックの技術顧問の他、インターネットセキュリティ全般に関する経験と知見を持つ第一人者

の一人であり、これらの豊富な経験や実績をもとに、社外取締役としての適切な助言を期待できることから、引き続き、
社外取締役候補者といたしました。
なお、西本 逸郎氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって11年６ヶ月となります。

（2）今井 英次郎氏はFarallon Capital Japan LLCのPartnerであり、2021年12月に締結した資本業務提携契約（当社、
FCJ 1 Co. Ltd.（Farallon Capital Management L.L.C及びその関係会社が保有管理し、当社への出資及び資本業務
提携を行うことを目的として設立）、株式会社キャピタリンク・パートナーズ及び株式会社インターネット総合研究所と
の４者間）に基づき、ハイパースケールデータセンター事業への進出に向けた準備を推進させるとともに、同氏がこれま
で培ってきた幅広い経験や知見をもとに、社外取締役としての適切な助言を期待できることから、引き続き、社外取締役
候補者といたしました。
なお、今井 英次郎氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。

(3) 宮川 洋氏は、IT業界で長年にわたる豊富な知識や経験と株式会社イードの代表取締役及び他社における社外取締役の経
験に基づき、社外取締役として適切な助言を期待できることから、社外取締役候補者といたしました。

(4) 渋村 晴子氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験を有し、他社において社外取締役を務めるなど豊富な経験や
知見により、社外取締役として適切な助言を期待できることから、社外取締役候補者といたしました。

5．当社は、西本 逸郎氏及び今井 英次郎氏との間で損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限
度額は、金120万円又は会社法第425条第１項の最低責任限度額とのいずれか高い額としております。当社は、西本 逸郎氏
及び今井 英次郎氏が原案どおり選任されますと、各候補者との間で当該契約を継続する予定であります。また、社外取締役
候補者 宮川 洋氏、渋村 晴子氏につきましても、本議案の承認された後に当社との間で当該責任限定契約を締結する予定で
あります。

6．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担すること
になる、取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのあ
る損害を当該保険契約により塡補することとしておりますが、各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり
ます。当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。なお、次回更新時（2026年12月を予定しております。）には
同内容での更新を予定しております。
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第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
2025年９月30日に監査等委員である取締役 濱田 邦夫氏が辞任され、監査等委員である取締役の法定員数を

欠くことになったため、東京地方裁判所に一時取締役（監査等委員）の職務を行う者の選任申し立てを行ってお
りましたところ、2025年11月５日付で、鈴木 英彦氏が選任され就任いたしました。一時取締役の任期は、本
総会において後任の監査等委員である取締役が選任される時までとなっております。
つきましては、改めて監査等委員である取締役として鈴木 英彦氏の選任をお願いするものであります。
また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

鈴
す ず き

木 英
ひ で ひ こ

彦 （1946年９月20日生） 所有する当社の株式数

新 任

０株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1972年８月 富士通株式会社 入社
1997年６月 日本インターネットエクスチェンジ株式会社

（現 株式会社JPIX）出向
1999年12月 株式会社インターネット総合研究所 入社

総務人事部長
2000年４月 株式会社IRI コマース アンド テクノロジー

（現 株式会社イード）監査役

2014年９月 株式会社インターネット総合研究所 監査役
（現）

2018年９月 フィンテックA-Eyeベンチャーズ株式会社 監査
役（現）

2019年３月 株式会社IoTスクエア（現 株式会社ECBOスク
エア）監査役

2025年11月 当社 一時取締役（監査等委員）（現）

(注）1．鈴木 英彦氏は株式会社インターネット総合研究所の監査役を兼務しており、同社は当社株式数の16.29％（2025年12月末
時点、自己株式（315,522株）を控除して計算）を保有する大株主であり、当社との間でクラウドサービス及び太陽光発電の
運用業務に関する取引等があります。

2. 鈴木 英彦氏は社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割について

鈴木 英彦氏は、他社での監査役の経験、また、情報産業での職歴が長く、当社の基幹事業であるデータセンター等の事業構
造を深く理解していることから、専門的な知識・経験を有し、社外取締役として適切な助言を期待できることから、社外取締
役候補者といたしました。
なお、鈴木 英彦氏は、現在当社の一時取締役（監査等委員）でありますが、その就任期間は、本総会終結の時をもって５ヶ
月となります。

4. 当社は、非業務執行取締役との間で損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金
120万円または会社法第425条第１項の最低責任限度額とのいずれか高い額としております。社外取締役候補者 鈴木 英彦氏
につきましても、本議案の承認された後に当社との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。

５. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担すること
になる、取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのあ
る損害を当該保険契約により塡補することとしておりますが、候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなりま
す。当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。なお、次回更新時（2026年12月を予定しております。）には同
内容での更新を予定しております。

以上
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1 企業集団の現況に関する事項
（１）事業の経過及びその成果

当社グループが属する情報サービス産業においては、生成AI、ソフトウェア・ハードウェア技術の進展、企
業のDX（デジタルトランスフォーメーション）への対応やデータ活用に対する取組み等により、データセン
ター市場、クラウド市場等は今後も中長期的に拡大していくと見込んでおります。
このような環境の下、当社グループは、当社グループが展開するコンピュータプラットフォーム事業とメデ

ィアソリューション事業について、事業の変化に対応しながら事業運営を行っております。

業績の推移は次のとおりであります。また、２つの事業（セグメント）別の業績は次頁以降のとおりであり
ます。なお、当期より、一部の子会社において会計方針の変更を行っており、当期及び前期の業績は変更後の
会計方針に基づき作成したものを開示しております。

売上高 （百万円） 営業利益（△損失） （百万円） 経常利益（△損失） （百万円） 親会社株主に帰属する
当期純利益(△損失） （百万円）
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コンピュータプラットフォーム事業においては、①データセンター、②クラウド・ソリューション、③デー
タ・ソリューション、④その他に分け、サービスを展開しております。

①データセンターでは、昨今のデータ通信量の増加により、低遅延かつ優れた接続性を特長とした都市型デ
ータセンターの需要は堅調であり、基幹サイトである新大手町サイトをはじめとして、当社が運営するデータ
センターは、こうした需要を背景に、安定的な運営を継続しております。一方で、前期はネットワーク関連サ
ービスのスポット案件の影響で一時的に売上及び利益が伸長しておりましたが、当期は平常水準に戻りまし
た。この結果、データセンターの売上高は4,822百万円（前年同期比5.7％減）となりました。

今後の事業領域の拡大に関しては、2026年秋の開業を予定している石狩再エネデータセンターについて、
事業化に係るコンサルティング業務に基づくサービスを提供しております。今後は、この石狩再エネデータセ
ンターでの実績を基に、特別目的会社（SPC：Special Purpose Company）を用いたストラクチャーやパー
トナー企業との協業モデルを積極的に活用し、これまでよりもアセットライトな事業モデルにさらにシフトす
ることによって、昨今、需要が急増しているAIデータセンター等、多様かつ大規模なデータセンター開発プロ
ジェクトの立ち上げを目指してまいります。

②クラウド・ソリューションでは、自社開発のクラウドサービス「c9 Flexサービス」シリーズに加え、
AWS・Azure等の他社クラウド、MSP監視運用サービス、SaaS型セキュリティソリューションを提供し、IT
インフラ環境に最適化された高付加価値なクラウド構成・運用提案を行っております。当期では、引き続き、
クラウド市場の拡大を背景としたマルチクラウド運用支援のニーズが堅調に推移し、売上高は2,048百万円
（前年同期比6.2％増）となりました。

③データ・ソリューションでは、大容量化への対応、安定運用等、お客様のニーズに即したストレージの活
用方法を提案しております。当社では、主力であるDell Technologies社製の「Dell PowerScale / Isilon」
の提供及びランサムウェア対策としてカナダSuperna社が開発した「Eyeglass」ソフトウェア製品群の日本国
内での提供・サポートを行っております。また、これらのプロダクト販売に加え、保守サービス等を通じた継
続的な収益も一部含む事業構造となっております。当期では「Dell PowerScale / Isilon」において、グロー



第26期
（2024.12）
データセンター
データ・ソリューション

クラウド・ソリューション
その他

第27期
（2025.12）

その他の収益

9,792

5,115

1,928

2,582
167

4,822

2,048

4,821

165
20

11,878

第26期
（2024.12）

第27期
（2025.12）

566 562
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バルにIPコンテンツを展開する日本を代表する企業からの大規模案件を獲得したことにより、売上高は4,821
百万円（前年同期比86.7％増）と、前期に比べ大幅に増収となりました。

また、当期においてはその他の収益として、リース収益を20百万円計上しております。

④その他では、株式会社ティエスエスリンクが情報漏洩対策ソフトウェア製品の開発、販売等を行ってお
り、売上高は165百万円（前年同期比1.1％減）となりました。

コンピュータプラットフォーム事業（前年同期比）

売上高 （百万円） 営業利益 （百万円）

※第27期(2025.12) より、「その他の収益」として
リース収益が発生しております。

以上の結果、コンピュータプラットフォーム事業の売上高の合計は、主にデータ・ソリューションの売り上
げ増加により、11,878百万円（前年同期比21.3％増）となりました。営業利益は、データセンターでの収益
が平常水準に戻ったことで、562百万円（前年同期比0.7％減）となりました。
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メディアソリューション事業2

第26期
（2024.12）

第27期
（2025.12）

コンテンツプラットフォーム
インフォメーションプラットフォーム
その他

3,356

2,696

660

2,959

592
3
3,555

第26期
（2024.12）

第27期
（2025.12）

227

411
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メディアソリューション事業では、ジャパンケーブルキャスト株式会社が、①コンテンツプラットフォー
ム、②インフォメーションプラットフォームに分け、サービスを展開しております。

①コンテンツプラットフォームでは、ケーブルテレビ事業者向けの多チャンネル配信サービス「JC-HITS」
等を提供しておりますが、ケーブルテレビ局の多チャンネル放送サービスのユーザー数の減少が影響し、売上
高は2,696百万円（前年同期比8.9％減）となりました。

②インフォメーションプラットフォームは、「JC-data」や「地域・防災DXサービス」を中心にサービスを
提供しております。当期においても、地方自治体による「新しい地方経済・生活環境創生交付金」利用の活発
化を背景に、自治体向けデータ放送サービス及び地域・防災DXサービスの受注が増加し、売上高は660百万
円（前年同期比11.5％増）となりました。

メディアソリューション事業（前年同期比）

売上高 （百万円） 営業利益 （百万円）
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以上の結果、メディアソリューション事業の売上高は、主にコンテンツプラットフォームのサービスの売り
上げ減少により3,356百万円（前年同期比5.6％減）となりました。営業利益は、コンテンツプラットフォー
ムにおける配信プラットフォーム関連の原価削減や販管費等の見直しが寄与し、411百万円（同81.2％増）と
なりました。なお、同事業を取り巻く環境下では、引き続き地方自治体による「新しい地方経済・生活環境創
生交付金」の利用が活発であることから、インフォメーションプラットフォーム関連サービスの販売促進を強
化し、さらなる売り上げの増加を目指してまいります。

以上の活動により、当連結会計年度における当社グループの売上高は15,289百万円（前年同期比13.9％
増）、営業利益は811百万円（前年同期比21.4％増）となりました。経常利益は営業利益の増加等により909
百万円（前年同期比12.3％増）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、経常利益は増加したもの
の、コンピュータプラットフォーム事業において特別損失として固定資産減損損失等を計上したことにより
300百万円（前年同期比22.3％減）となりました。



トピックス

コンピュータプラットフォーム事業

メディアソリューション事業

○「防災DXタブレット」を開発、
北海道留寿都村・蘭越町で運用開始
子会社であるジャパンケーブルキャスト（JCC）が、災害時の緊急情報や自治
体からのお知らせを配信する「防災 DX タブレット」を開発、北海道虻田郡
留寿都村、および蘭越町で運用を開始しました。汎用的なタブレット端末を
採用し、戸別受信機として防災行政無線の代替が可能です。JCC は、自治体
の情報伝達の課題解決を目指し、多様な地域・防災情報配信ソリューショ
ンを提供しています。

○「新大手町サイト」に
「JPDC Cabling」サービスを入線

基幹データセンターである「新大手町サイト」に、株式会社エヌ・ティ・ティエ
ムイー（NTT-ME）が提供する「JPDC Cabling」サービスを導入、入線いたし
ました。従来からの主要な IX（インターネット・エクスチェンジ）や、Amazon

（AWS）・Microsoft（Azure）などのメガクラウド事業者との閉域網接続（直
接接続）といった「コネクティビティ重視」の特徴がさらに強化され、様々な
事業者様の都内都市部の主要データセンターに、冗長構成での接続が可能
となりました。

○グローバルにIPコンテンツを展開する
日本を代表する企業から大規模案件を獲得
グローバルにIPコンテンツを展開する日本を代表する企業から、当社の
データ・ソリューション（ストレージ）事業において、単一の案件としては
過去最大となる大型受注を獲得いたしました。

「Dell PowerScale/Isilon」シリーズ製品については、2006 年のアイシロン・
システムズ社（当時）との販売代理店契約の締結以来、約 3,000 ノード（台）
/300 クラスタ（設置単位）以上、データ容量にして 100 ペタバイト（PB）以上
を、200 社以上のエンドユーザ様へ納入いたしております。

17
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（２）設備投資の状況
当連結会計年度における当社グループの設備投資額は784百万円であり、主なものは以下のとおりでありま

す。
設備投資
メディアソリューション事業
JC-HITS東京メディアセンター設備 579百万円

（３）資金調達の状況
当連結会計年度における当社グループの資金調達につきましては、記載すべき重要な事項はありません。
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（４）対処すべき課題
当社グループはDX（デジタルトランスフォーメーション）センターカンパニーとしての特徴を生かし、２

つの事業セグメントに区分し、事業展開しております。以下の課題に対処してまいります。

① 中期的な目標達成に向けた業績向上への継続的な取組み
当社は、2025年から2027年までの中期的にROE目標値の達成を掲げており、収益力の向上と事業基

盤の強化に継続して取組んでまいります。データセンター、クラウド・ソリューション及びデータ・ソ
リューションの各サービスにおいて、既存事業の競争力強化と新たな成長機会の創出を進め、安定的な
業績拡大を目指してまいります。

② 企業価値向上のための中長期的なサステナビリティへの取組み
当社は、持続可能な社会の実現に向けた取組みが、中長期的な企業価値の向上につながる重要な要素

であると認識しております。まずは、当社事業に即し、環境負荷の低減、情報セキュリティの確保、人
的資本の活用等を重要なテーマと位置づけ、これらの取組みを推進する体制の整備と強化を図ってまい
ります。

③ 人材の確保や育成
当社グループの持続的な成長のためには、事業を支える人材の確保と育成が不可欠であると考えてお

ります。新卒及び中途採用を通じた人材の確保と、安心して長く活躍できる職場環境の整備に加え、社
員一人ひとりの能力向上を図る教育・育成を推進し、適切な人材配置を行うことで、事業成長を支える
人材基盤の強化に努めてまいります。

④ サイバーセキュリティへの対策強化
サイバー攻撃は年々高度化・巧妙化しており、企業においては、事業活動の継続性や顧客からの信頼

に影響を及ぼす重要な課題となっております。当社では、サイバーセキュリティ対策の強化をしていた
にもかかわらず、2025年12月にサイバー攻撃を受けたことにより、サイバーセキュリティをさらなる
経営上の重要な取組みの一つと位置づけました。そのため当社は、先進的なセキュリティツールの導入
と運用体制の高度化、社内外を問わないゼロトラストの考え方にもとづく管理体制の再構築、リスク管
理体制の強化・向上に継続して取組んでまいります。

以上の課題に取組み、データセンター業界のリーディングカンパニーとして、企業価値を高めてまいりま
す。
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（５）事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

（６）他の会社の事業の譲受けの状況
特記事項はありません。

（７）吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

（８）他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
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（９）財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

（単位：千円）

区 分
第 24 期 第 25 期 第 26 期 第 27 期

（当連結会計年度）
[ 2022

2022
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで ] [ 2023

2023
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで ] [ 2024

2024
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで ] [ 2025

2025
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで ]

売 上 高 14,126,453 13,243,707 13,423,481 15,289,750
営業利益（△損失） △361,734 △84,687 668,306 811,080
経常利益（△損失） 530,067 △152,630 809,947 909,196
親会社株主に帰属する
当期純利益(△純損失） △391,986 99,780 386,571 300,208

１株当たり当期純利益（△純損失） △6円42銭 1円63銭 6円30銭 4円89銭
総 資 産 20,523,166 19,478,376 19,750,283 19,182,027
純 資 産 11,797,476 11,666,623 11,947,694 12,069,404
１ 株 当 た り 純 資 産 134円07銭 135円55銭 140円72銭 142円66銭

（注）１．１株当たり当期純利益（△純損失）は、期中平均発行済株式数により、１株当たり純資産は、期末発行済株式総数により算
定しております。なお、期中平均発行済株式数及び期末発行済株式総数については、いずれも自己株式数を控除して算出して
おります。

２．第２6期に係る各数値については、会計方針の変更に伴い遡及修正が行われたため、遡及適用後の数値を記載しております。

② 当社の財産及び損益の状況
（単位：千円）

区 分
第 24 期 第 25 期 第 26 期 第 27 期

（当事業年度）
[ 2022

2022
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで ] [ 2023

2023
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで ] [ 2024

2024
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで ] [ 2025

2025
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで ]

売 上 高 9,075,170 9,495,394 9,662,478 11,760,022
営業利益（△損失） △391,437 △16,380 544,652 523,190
経常利益（△損失） 482,124 △37,597 612,780 587,518
当期純利益(△純損失） △517,413 155,121 310,987 206,564
１株当たり当期純利益（△純損失） △8円48銭 2円53銭 5円07銭 3円36銭
総 資 産 15,099,561 14,772,781 14,717,412 14,093,960
純 資 産 8,028,250 8,169,051 8,410,519 8,450,761
１ 株 当 た り 純 資 産 131円11銭 133円17銭 136円87銭 137円29銭

（注）１株当たり当期純利益（△純損失）は、期中平均発行済株式数により、１株当たり純資産は、期末発行済株式総数により算定し
ております。なお、期中平均発行済株式数及び期末発行済株式総数については、いずれも自己株式数を控除して算出しておりま
す。



NEWS

コンピュータ
プラットフォーム事業

テクノロジーファンド

人工知能（AI）
技術サービス

情報セキュリティ

エネルギー

データセンター
（コロケーション）

ネットワーククラウド
（ホスティング）

ストレージ

映像配信
プラットフォーム

情報配信
プラットフォーム

メディアソリューション事業

IoT
ソリューション
IoT
ソリューション

GiTV株式会社

ジャパンケーブルキャスト株式会社

株式会社ブロードバンドタワー

株式会社ティエスエスリンク
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（10）主要な事業内容（2025年12月31日現在）
当社グループは、当社及び株式会社ティエスエスリンクが行う「コンピュータプラットフォーム事業」、ジャ

パンケーブルキャスト株式会社が行う「メディアソリューション事業」の２つの事業セグメントに区分し、事業
展開しております。

事業セグメント 事業内容

コンピュータプラットフォーム事業 データセンター、クラウド・ソリューション、データ・ソリュー
ション、その他

メ デ ィ ア ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業
日本全国のケーブルテレビ事業者向けのコンテンツプラットフォ
ーム、日本全国のケーブルテレビ事業者及び地方自治体向けに展
開しているインフォメーションプラットフォーム
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（11）主要な営業所の状況（2025年12月31日現在）

営業所名 所在地

本 社 東京都千代田区

新 大 手 町 サ イ ト 東京都千代田区

第 １ サ イ ト 東京都千代田区

第 ３ サ イ ト 東京都目黒区

第 ５ サ イ ト 東京都江東区

西 梅 田 サ イ ト 大阪府大阪市福島区

ジャパンケーブルキャスト株式会社 東京都千代田区

GiTV 株 式 会 社 東京都千代田区

GiTV Fund Ⅰ Investment, L.P. ケイマン諸島

GiTV Fund Ⅱ Investment, L.P. ケイマン諸島

株 式 会 社 テ ィ エ ス エ ス リ ン ク 徳島県徳島市
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（12）従業員の状況（2025年12月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

セグメントの名称 従業員数 前連結会計年度末比増減

コンピュータプラットフォーム事業 129名 （７名） 16名減 （７名減）

メ デ ィ ア ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 71名 （６名） ７名減 （０名）

全 社 （共 通） 18名 （０名） ２名減 （０名）

合 計 218名（13名） 25名減 （７名減）
（注）１．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含めた就

業人員数であります。
２．臨時従業員数は、派遣社員及びパートタイマーを含む人員であり、（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
３．全社（共通）は、経理、人事総務等の管理部門の従業員であります。
４．従業員数が前連結会計年度末と比べ25名減少しておりますが、自己都合退職によるものであります。

② 当社の従業員の状況

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

133名（４名） 17名減（７名減） 41.1歳 11年１ヶ月
（注）１．従業員数は、当社から当社外への出向者を除き、他社から当社への出向者を含めた就業人員数であります。

２．臨時従業員数は、派遣社員及びパートタイマーを含む人員であり、（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
３．従業員数が前事業年度末と比べ17名減少しておりますが、自己都合退職によるものであります。
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（13）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 子会社の状況

名 称 資本金 当社の出資比率
（議決権比率） 主要な事業内容

ジャパンケーブルキャスト株式会社 379,309千円 50.40% 日本全国のケーブルテレビ事業者及び番組
供給事業者向けの通信ネットワーク事業

GiTV 株 式 会 社 165,000千円 80.55% 国内外のIoTベンチャーの発掘・育成等

GiTV Fund Ⅰ Investment, L.P. 3,600,000千円 13.89%
IoT先端技術ベンチャー企業、及びIoT技
術を利活用した製造業、環境・エネルギー
産業やサービス業のベンチャー企業への投
資等

GiTV Fund Ⅱ Investment, L.P. 680,000千円 17.65% 海外の先端デジタル技術を有するスタート
アップ企業への出資等

株式会社ティエスエスリンク 25,000千円 100.00% 情報漏洩対策ソフトウェア製品の開発、販
売等

（注）１．GiTV株式会社は、GiTV FundⅠInvestment,L.P.に対して2.24%、GiTV FundⅡInvestment,L.P.に対して4.74%の実質持
分比率を有しております。また、当社グループの持分は100分の50以下でありますが、当社が実質的に支配する関係にある
ため、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い(企業会計基準委員会実務対応報告
第20号 平成18年９月８日 平成23年３月25日改正)」を適用し、連結子会社としております。

２．ジャパンケーブルキャスト株式会社並びにGiTV FundⅠInvestment,L.P.及びGiTV FundⅡInvestment,L.P.は特定子会社で
あります。
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（14）主要な借入先（2025年12月31日現在）

借入先 借入残高

シンジケートローン 1,375,000千円

株式会社りそな銀行 500,000千円

株式会社常陽銀行 250,000千円

朝日信用金庫 206,500千円

（注）シンジケートローンは、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする計５社(株式会社三井住友銀行、富国生命保険相互会社、三
井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社商工組合中央金庫)によるものです。

（15）その他企業集団の現況に関する事項
該当事項はありません。
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2 会社の株式に関する事項（2025年12月31日現在）

（１）発行可能株式総数 160,000,000株

（２）発行済株式の総数 61,457,978株 （自己株式315,522株を除く）

（３）株主数 19,609名 （前期末比2,802名減）

（４）所有者別分布状況

（５）大株主

株主名 持株数 持株比率

株 式 会 社 イ ン タ ー ネ ッ ト 総 合 研 究 所 10,015,700株 16.29%

INTERACTIVE BROKERS LLC 3,086,600株 5.02％

後 和 信 英 1,556,800株 2.53％

株 式 会 社 SBI 証 券 1,469,489株 2.39％

LINE ヤ フ ー 株 式 会 社 1,304,500株 2.12％

衣 川 晃 弘 945,300株 1.53％

セ ン ト ラ ル 短 資 株 式 会 社 925,000株 1.50％

JP モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 672,900株 1.09％

鈴 木 智 博 600,000株 0.97％

GOLDMAN,SACHS ＆ CO.REG 546,300株 0.88％
（注）持株比率は自己株式（315,522株）を控除して計算しております。
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（６）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
区分 株式数 発行総額 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） 98,000株 15,190千円 ７名

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。） 4,000株 620千円 ２名

監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 6,000株 930千円 ３名

（注）1．上記株式は、全て譲渡制限付株式報酬であります。
2．付与対象取締役は、1年間の譲渡制限期間が設けられており、当該株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすること

ができないものとされております。
3．付与対象取締役が、譲渡制限期間において、取締役の地位もしくは任期満了その他の正当な理由により退任若しくは退職した

場合又は死亡により退任若しくは退職した場合には、譲渡制限期間が満了した時点をもって、保有する株式の全部についての
譲渡制限が解除されます。
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3 会社の新株予約権等に関する事項

（１）当事業年度末に当社役員が保有している新株予約権等の状況
該当事項はありません。

（２）当事業年度中に従業員等に職務執行の対価として交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

（３）その他新株予約権等に関する重要な事項
当社では、2021年12月にFarallon Capital Management L.L.C及びその関係会社が保有管理し、当社への

出資及び当社との資本業務提携を行うことを目的として設立したFCJ 1 Co. Ltd.、株式会社キャピタリンク・
パートナーズ及び株式会社インターネット総合研究所との間で資本業務提携契約を締結しております。これに伴
い、2022年１月７日を割当日として、FCJ 1 Co. Ltd.及びキャピタリンク２号有限責任事業組合に対する下記
の第11回新株予約権を発行しております。その概要は次のとおりであります。

第11回新株予約権

割 当 日 2022 年１月７日

新 株 予 約 権 の 総 数 104,000個

発 行 価 額 本新株予約権１個当たり125円（総額13,000,000 円）

当該発行による潜在株式数 10,400,000株（本新株予約権１個につき100株）

資 金 調 達 の 額 1,829,818,600 円（注）

行 使 価 額 176円

募 集 又 は 割 当 方 法
第三者割当の方法により、以下のとおり割当を実施しております。
FCJ 1 Co. Ltd. 93,600 個
キャピタリンク２号有限責任事業組合 10,400 個

（注）調達資金の額は、本新株予約権の払込価額の総額に、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新
株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。
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4 会社役員に関する事項
（１）取締役に関する事項（2025年12月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役
会長兼社長CEO 藤 原 洋

株式会社インターネット総合研究所
Internet Research Institute Ltd
株式会社ナノオプト・メディア
一般財団法人インターネット協会
ジャパンケーブルキャスト株式会社
株式会社ティエスエスリンク

代表取締役所長
Chairman&CEO
代表取締役会長
理事長
代表取締役会長兼社長CEO
代表取締役社長

代表取締役専務 中 川 美恵子 法務・経理統括
株式会社インターネット総合研究所 取締役COO

常 務 取 締 役 及 川 茂 人事総務統括

常 務 取 締 役 李 秀 元
経営戦略・DC事業・ハイパースケールDC戦略担当
株式会社ヘリックス
株式会社ティエスエスリンク

代表取締役
代表取締役

取締役執行役員 樋 山 洋 介 DC・クラウド・ストレージ営業担当
取締役執行役員 樺 澤 宏 紀 クラウド・ストレージ技術担当

取 締 役 村 井 純
慶應義塾大学
株式会社ワイドリサーチ
有限会社情報空間研究機構

特別特区特任教授
代表取締役
代表取締役

取 締 役 西 本 逸 郎 チャンスメーカー株式会社 取締役（社外）
取 締 役 村 口 和 孝 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ 代表取締役
取 締 役 今 井 英次郎 Farallon Capital Japan LLC Partner

取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 井 上 隆 司

井上隆司公認会計士事務所
アライドテレシスホールディングス株式会社

HOUSEI株式会社

所長
取締役（社外、監
査等委員）
取締役（社外、監
査等委員）

取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 大 賀 公 子

株式会社スカパーJSATホールディングス
電源開発株式会社

取締役（社外）
取締役（社外、監
査等委員）

一 時 取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 鈴 木 英 彦 株式会社インターネット総合研究所 監査役

（注）1. 取締役（監査等委員）濱田 邦夫氏は2025年９月30日付で辞任により退任いたしました。これに伴い取締役（監査等委員）
の法定員数を欠くこととなったため、東京地方裁判所に一時取締役（監査等委員）職務代行者選任申立を行い、2025年11月
５日付で同裁判所より鈴木 英彦氏が一時取締役（監査等委員）として選任され就任しております。

２. 取締役（監査等委員）濱田 邦夫氏の退任時における重要な兼職は日比谷パーク法律事務所 客員弁護士でありました。
３. 代表取締役 中川 美恵子氏は、2025年３月19日付で代表取締役社長業務代行から代表取締役専務に地位が変更されました。
４. 取締役 村井 純氏は、2025年２月28日付で株式会社ラックの社外取締役を、2025年３月28日付で楽天グループ株式会社の

社外取締役を退任いたしました。
５. 取締役 西本 逸郎氏は、2025年２月28日付で株式会社ラックの代表取締役社長執行役員社長CEOを退任いたしました。
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６. 取締役 村井 純氏、取締役 西本 逸郎氏、取締役 今井 英次郎氏、取締役 井上 隆司氏、取締役 大賀 公子氏及び一時取締役
鈴木 英彦氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

７.当社は、監査等委員会の職務を補助する常勤の監査等委員会付の担当者を配置しているほか、監査等委員会が必要に応じて当
該担当者を指揮命令して監査を行う体制を構築しており、監査等委員会の監査の実効性を確保していることから、常勤の監査
等委員を選定しておりません。

８.監査等委員 井上 隆司氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・監査等委員 井上 隆司氏は、公認会計士の資格を有しております。

９.取締役 村井 純氏、取締役 西本 逸郎氏、取締役 井上 隆司氏及び取締役 大賀 公子氏については、株式会社東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

（２）責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限

定する契約を締結しております。
当社の非業務執行取締役は、会社法第423条第１項の責任につき、金120万円又は同法第425条第１項に規定

する最低責任限度額のいずれか高い金額をもって、損害賠償責任の限度としております。

（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が

負担することになる、取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けるこ
とによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしております。当該保険契約の保険料は
当社が全額負担しております。
当該保険契約の被保険者は、当社及び当社の全ての子会社の全ての取締役、監査役及び執行役員であります。

（４）当事業年度に係る取締役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、当該方針を取締役会の決議により決定しており、その概要は次の１から４のとおりでありま
す。また、当該方針及び取締役会の委任決議に基づき、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の
職務を熟知している代表取締役会長兼社長CEOが個人別の報酬額の具体的内容を決定していることから、
取締役会は個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
１．基本方針
当社の取締役の報酬は、各職責に応じた適正な水準による固定報酬と企業価値の持続的な向上を図るイン
センティブとしての譲渡制限付株式報酬で構成されます。
２．固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定

に関する方針を含む。)
当社の取締役の固定報酬は、月例の固定報酬とし、役職、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業
員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定されます。
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３．非金銭報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の
決定に関する方針を含む。)

当社は、譲渡制限付株式報酬制度を2016年に導入し、以降、毎年、株主総会終了後、取締役（監査等委
員である取締役を含む。）全員を対象に譲渡制限付株式を、下記の方針にて付与しております。
・譲渡制限期間は１年間。
・取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する個別付与株式数は、当社の役員規程に従い、株主
総会決議により決定された取締役（監査等委員である取締役を除く。）を対象とし、譲渡制限付株式報
酬の総額30,000千円の限度内かつ付与株式の総数150,000株の限度内において、職責等をもとに取締
役会決議により決定。

・監査等委員である取締役に対する個別付与株式数は、当社の役員規程に従い、株主総会決議により決定
された監査等委員である取締役を対象とする譲渡制限付株式報酬の総額5,000千円の限度内かつ付与株
式の総数25,000株の限度内において、監査等委員の協議により決定。

４．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項（個人別報酬における種類（固定報酬、
非金銭報酬）ごとの比率の決定に関する方針を含む。）

取締役の個人別の報酬等の内容についての決定は次のとおりであります。
・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の固定報酬の個別支給額は、当社の役員規程により、取締
役会において決定。また、取締役会は、その決議により当該個別支給額の決定を代表取締役に一任して
おり、代表取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の年額300,000千円の限度
内において、個人別の就任状況や職責をもとに、当該個別支給額を決定。

・監査等委員である取締役の固定報酬の個別支給額は、当社の役員規程に従い、監査等委員である取締役
の報酬等の年額50,000千円の限度内において、監査等委員の協議により決定。

・個人別報酬における種類ごとの比率については、譲渡制限付株式報酬が固定報酬の10％から30％の範
囲内で、総額の限度内かつ付与株式の総数の限度内において決定。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
１) 取締役の金銭報酬の額は、2015年９月18日開催の第16回定時株主総会において、下記の内容で決議

されております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の
員数は７名（うち、社外取締役は２名）、監査等委員である取締役は３名（うち社外取締役は３名）
でありました。

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬総額は300,000千円以内（うち社外取締役分
30,000千円以内）。

・監査等委員である取締役の報酬総額は50,000千円以内。
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２）当該金銭報酬とは別枠で、2016年９月16日開催の第17回定時株主総会において、下記の内容で譲渡
制限付株式付与のための報酬総額が決定されております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役
の員数は11名（うち、社外取締役は２名）、監査等委員である取締役は３名（うち社外取締役は３名）
でありました。

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬総額は
30,000千円以内（うち社外取締役分は5,000千円以内）。

・監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬総額は5,000千円以内。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社においては、毎定時株主総会終了後に開催される取締役会の委任決議に基づき、各取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の職務を熟知している代表取締役会長兼社長CEO藤原 洋に一任する方針とし
ております。代表取締役会長兼社長CEOである藤原 洋は、取締役会にて決議された「取締役の個人別の
報酬等の内容に係る決定方針」に基づき、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。

④ 取締役の報酬等の総額

区 分 報酬等の
総額

報酬等の種類別の総額
対象となる
役員の員数基本報酬 非金銭報酬

取締役 (監査等委員を除く)
( う ち 社 外 取 締 役 )

149,666千円
（ ９,633千円）

133,500千円
（9,000千円）

16,166千円
（633千円）

10名
（２名）

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )
( う ち 社 外 取 締 役 )

14,973千円
（14,973千円）

14,100千円
（14,100千円）

873千円
（873千円）

４名
（４名）

合 計 164,640千円 147,600千円 17,040千円 14名

（注）１．上記の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与（28,350千円）は含まれておりません。
２．上記の取締役（監査等委員）の支給人員には、当事業年度中に辞任した取締役１名を含んでおります。
３．非金銭報酬として、取締役に対して譲渡制限付株式報酬を付与しており、その内容は２.(6)当事業年度中に職務執行の対価と

して会社役員に交付した株式の状況に記載のとおりであります。
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（５）社外役員に関する事項
① 他の法人等との重要な兼職状況（他の法人等の業務執行者である場合）及び当社と当該他の法人等との関

係
・ 取締役 村井 純氏は、慶應義塾大学の特別特区特任教授であり、また株式会社ワイドリサーチ及び有限

会社情報空間研究機構の代表取締役であります。なお、当社と慶應義塾大学、株式会社ワイドリサーチ
及び有限会社情報空間研究機構との間には、資本関係及び取引関係はありません。

・ 取締役 西本 逸郎氏は、2025年２月28日付で株式会社ラックの代表取締役社長執行役員社長CEOを退
任いたしました。なお、当社は株式会社ラックに対してスペースサービス等の提供を行っております。

・ 取締役 今井 英次郎氏は、Farallon Capital Japan LLCのPartnerであります。なお、当社は2021年
12月にFarallon Capital Management L.L.C及びその関係会社が保有管理するFCJ 1 Co. Ltd.との
間で資本業務提携契約を締結しております。FCJ 1 Co. Ltd.は、当社株式を540,000株（0.88％）保
有しております。

・ 取締役（監査等委員）井上 隆司氏は、井上隆司公認会計士事務所の所長であります。なお、当社と井
上隆司公認会計士事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。

・ 取締役（監査等委員）濱田 邦夫氏は、日比谷パーク法律事務所の客員弁護士であります。なお、当社
と日比谷パーク法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。

② 他の法人等との重要な兼職状況（他の法人等の社外役員である場合）及び当社と当該他の法人等との関係
・ 取締役 村井 純氏は、2025年２月28日付で株式会社ラックの社外取締役を、2025年３月28日付で楽

天グループ株式会社の社外取締役を退任いたしました。
・ 取締役 西本 逸郎氏は、チャンスメーカー株式会社の社外取締役であります。なお、当社とチャンスメ

ーカー株式会社との資本関係及び取引関係はありません。
・ 取締役 井上 隆司氏は、アライドテレシスホールディングス株式会社及びHOUSEI株式会社の社外取締

役（監査等委員）であります。なお、当社とアライドテレシスホールディングス株式会社及びHOUSEI
株式会社との資本関係及び取引関係はありません。

・ 取締役 大賀 公子氏は、株式会社スカパーJSATホールディングスの社外取締役であり、電源開発株式
会社の社外取締役（監査等委員）であります。なお、当社と株式会社スカパーJSATホールディングス、
電源開発株式会社との資本関係及び取引関係はありません。

・ 一時取締役 鈴木 英彦氏は、株式会社インターネット総合研究所の監査役であります。同社は当社株式
数の16.29％（2025年12月末時点、自己株式（315,522株）を控除して計算）を保有する大株主であ
り、当社との間でクラウドサービス及び太陽光発電の運用業務に関する取引関係があります。

③ 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
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④ 当事業年度における主な活動状況
イ．取締役会等への出席状況、発言状況及び期待される役割に関して行った職務の概要

区 分 氏 名 出席状況、発言状況及び期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 村 井 純

当期開催の取締役会17回のうち、13回に出席し、大学教授としての専
門的見地から、また、他社における役員経験や内閣官房参与、デジタル
庁顧問等、豊富な職務経験に基づき、発言を適宜行う等、社外取締役と
して期待される役割を果たしております。
なお、欠席の場合には、議案等の内容を説明し、意見を聴取する等、取
締役会における決議・報告事項が把握できる環境を整えております。

取 締 役 西 本 逸 郎
当期開催の取締役会17回の全てに出席し、自身の経験を通じて培ったイ
ンターネットセキュリティに非常に精通した見地や経営経験に基づき、
発言を適宜行う等、社外取締役として期待される役割を果たしておりま
す。

取 締 役 今 井 英次郎
当期開催の取締役会17回のうち、16回に出席し、Farallon Capital
Japan LLCのPartnerとして、様々な企業への投資及び経営支援を行っ
てきた豊富な経験や弁護士としての経験から専門的に発言を適宜行う等、
社外取締役として期待される役割を果たしております。

取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 井 上 隆 司

当期開催の取締役会17回の全てに出席し、また、委員長として監査等委
員会16回の全てに出席し、主に公認会計士として培われた専門的な知
識・経験から、発言を適宜行い、監査体制の充実を図る等、社外取締役
として期待される役割を果たしております。

取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 濱 田 邦 夫

当事業年度において、2025年９月30日辞任までに開催の取締役会12回
のうち９回に出席し、また、監査等委員会12回のうち９回に出席し、主
に弁護士として培われた専門的な知識・経験から、発言を適宜行い、監
査体制の充実を図る等、社外取締役として期待される役割を果たしてお
ります。

取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 大 賀 公 子

当期開催の取締役会17回のうち、14回に出席し、また、監査等委員会
16回のうち14回に出席し、主に通信業界におけるこれまでの豊富な経
験や知識を活かした発言を適宜行い、監査体制の充実を図る等、社外取
締役として期待される役割を果たしております。
なお、欠席の場合には、議案等の内容を説明し、意見を聴取する等、取
締役会における決議・報告事項が把握できる環境を整えております。

一 時 取 締 役
（監査等委員） 鈴 木 英 彦

2025年11月５日一時取締役（監査等委員）として就任後開催の取締役
会２回の全てに出席し、また就任後の監査等委員会２回の全てに出席し、
主に他社での監査役の経験、情報産業におけるこれまでの豊富な経験や
知識を生かした発言を適宜行い、監査体制の充実を図る等、社外取締役
に期待される役割を果たしています。

ロ．社外役員の意見により変更された事業の方針又はその他の事項
該当事項はありません。

ハ．当社の不当又は不正な業務執行に関する対応の概要
該当事項はありません。
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5 会計監査人に関する事項

（１）会計監査人の名称
PwC Japan有限責任監査法人

（２）会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 47,000千円

当社及び当社の子会社が支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額 61,590千円

（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬
等の額等を区分しておらず、実質的にも区分できないことから、上記の金額はこれらの合計額を記載しております。

2．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどう
かについて必要な検証を行い、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について
同意の判断をいたしました。

（３）非監査業務の内容
当社の会計監査人と同一のネットワークに属しているPwC税理士法人との間で、米国における税務申告に係る

コンサルティングサービスを委託し対価を支払っております。

（４）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委

員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査
等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま
す。
なお、監査等委員会は会計監査人の継続監査年数等を勘案しまして、再任若しくは不再任の決定を行います。
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6 会社の体制及び方針

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業
務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制

当社が取締役会で決定した内部統制システムの整備に関する基本方針及び当社における整備状況は、次のとお
りであります。

① 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ａ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の基礎として、取

締役及び使用人が法令、定款及び社会通念等を遵守した行動をとるための行動規範を定めるものとす
る。また、その徹底を図るため、取締役及び使用人のコンプライアンス教育等を行うものとする。

ｂ コンプライアンス体制を整備するとともに、内部監査担当部門による内部監査を実施することにより、
内部統制の有効性と妥当性を確保するものとする。

ｃ 取締役が当社取締役及び使用人による法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した
場合に直ちに取締役会に報告できるよう連絡体制を確立し、そのための規程を定めるものとする。

ｄ 法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制の一環として内部通報制度を整
備し、コンプライアンス規程を定め当該規程に基づきその運用を行うこととする。

② 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ 職務権限規程並びに業務分掌規程に基づいた妥当な意思決定ルールを定め、その運用を図るとともに運

用状況を定期的に検証するものとする。
ｂ 経営計画のマネージメントについては、各業務執行部門において経営理念を機軸に予算管理規程に従い

策定される年度計画に基づき目標達成のために活動することとする。また、全社並びに各業務執行部門
の予算管理及び月次・四半期の業績管理により適切な対策を講じるものとする。
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③ 当社の取締役の職務に係る情報の保存及び管理に関する体制
ａ 取締役の職務の執行に係る情報は、文書または電子媒体により保存するものとする。
ｂ 取締役の職務に係る情報については、文書管理規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索

性の高い状態で、保存・管理し、常時閲覧可能な状態とする。また、必要に応じて、運用状況の検証、
各規程等の見直しを行う。

④ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ａ リスク管理体制の基礎として、当社グループを対象とするリスク管理規程を定め、個々のリスクについ

ての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。
ｂ 当社グループに不測の事態が発生した場合には、当社社長を本部長とする対策本部を設置し、緊急連絡

体制を確立させるとともに、必要に応じて顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速
な対応を行い、損害及び被害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ａ 当社は、当社グループの業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に従い、子会社が一定の重要事

項を行う場合には、当社による決裁・当社への報告制度により子会社の経営の監督を行うものとし、定
期的に当社内部監査担当部門による監査を実施する。

ｂ 当社グループ間取引については、市価を基準として公正に行うことを方針としている。
ｃ 取締役は、当社グループにおいて、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場

合には、代表取締役に報告するものとする。代表取締役は、当社の内部監査担当部門に監査及び調査の
指示を行う。内部監査担当部門は監査及び調査結果を代表取締役へ報告すると共に監査等委員である取
締役にも報告を行う。その内容に対して、監査等委員である取締役は意見を述べると共に、改善策の策
定を求めることができるものとする。

ｄ 当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、子会社は、当社の経営理
念を基軸に当社の予算管理規程に従い、策定される子会社の年度計画に基づき、目標達成のために活動
することとする。また当社並びに子会社の各業務執行部門の予算管理及び月次・四半期の業績管理によ
り連結ベースの適切な対策を講じるものとする。

ｅ 当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するためブロード
バンドタワーグループ行動規範を定め、その周知徹底をはかるものとする。
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⑥ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性及び指示
の実効性確保に関する事項

ａ 監査等委員会の事務局に専従者を配置することとする。
ｂ 監査等委員である取締役が職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役会は、監査等委員で

ある取締役と協議の上、監査等委員である取締役の要請を尊重し任命することとする。
ｃ 当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び指示の実効性を確保するた

め、当該使用人の任命、異動、給与の改定、懲戒処分及び人事考課については、監査等委員会の意見を
徴し、これを尊重するものとする。

⑦ 当社の監査等委員会への報告に関する体制
ａ 当社の取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告すべき事項及び時期についての規程を定めること

とし、当該規程に基づき、当社の取締役及び使用人は当社の業務または業績に影響を与える重要な事項
について当社の監査等委員会に都度報告するものとする。

ｂ 当社の取締役及び使用人は、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合に
は、速やかに報告を行わなければならないものとする。

ｃ 当社の取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び重大な法令・定款違反に関
する事実を発見した場合には、直ちに当社の監査等委員会と情報共有するものとする。

ｄ 当社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査等委員会
に報告するための体制を構築し、周知徹底するものとする。

⑧ 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための
体制
当社は、当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人が前項の報告をした事を理由として、不利益な
取り扱いを行うことを禁止するものとする。

⑨ 当社の監査等委員の職務執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について
生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査等委員の職務執行について生じる費用又は債務の処理に関しては、監査等委員会に関する当
社の社内規則にて管理し、当該費用又は債務が当社の監査等委員の職務の執行に必要でないと認められ
た場合を除き、その費用を負担するものとする。
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⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ａ 監査等委員である取締役及び取締役（監査等委員である取締役は除く。）は、相互の意思疎通を図るた

めに定期的に意見を交換する。
ｂ 内部監査担当部門を通じ、監査等委員である取締役と当社グループ会社の監査役との連携を進め、より

効率的な監査の実施が可能な体制を構築する。

当社の運用状況について

① 内部統制システム全般
・ 当社は、「ブロードバンドタワーグループ行動規範」を定め、当社及び子会社へ周知する事で、グルー

プ各社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保しております。また、取
締役及び従業員に対して定期的にコンプライアンス教育を実施し、取締役及び従業員のコンプライアン
スに対する意識向上に努めております。

・ 当社は、毎月1回開催されるコーポレートガバナンス委員会において重要事項の報告及び連絡を行い、
情報共有を実施することでグループ経営に対応した効率的なモニタリングを実施しております。

・ 当社は、「コンプライアンス規程」を定め、グループ内部通報制度を構築し、問題の早期発見に努める
と共に、制度を利用した報告者が不利益な取り扱いを受けないよう定めております。

・ 当社の内部監査担当部門である内部統制室は、法令や定款、社内規程等への適合や効率的職務遂行の観
点から、当社の各部門およびグループ各社について、定期的に監査を行い、その結果を代表取締役及び
監査等委員へ報告しております。

② リスク管理体制
・ 当社は、当社グループの損失の危機を管理するため、「リスク管理規程」を定め、定期的なリスクアセ

スメントを行い、管理責任者を中心としたリスク管理体制を構築し維持しております。
③ 取締役の職務執行
・ 当社は、「ブロードバンドタワーグループ行動規範」を定め、取締役が法令及び定款を遵守するよう徹

底し、また、複数名の社外取締役を選任して監督機能を強化しております。
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④ 監査等委員の監査体制
・ 監査等委員は、取締役会に出席し、内部統制の整備、運用状況を確認すると共に、取締役の職務執行に

関して意見を述べております。また、月に1回開催される内部監査担当部門との会議に出席して当社の
業務または業績に影響を与える重要な事項についての報告を受けているほか、子会社の監査等委員等と
も定期的に連携しており、当社グループの効率的な監査が実行出来る体制を構築しております。

・ 当社は、「監査等委員会規程」及び「監査等委員監査基準」に基づき、監査等委員に報告すべき事項に
つき、当社の取締役及び使用人並びに当社グループの取締役、監査等委員及び使用人又はこれらの者か
ら報告を受けた者が当社の監査等委員に報告するための体制を構築しております。また、監査等委員の
職務執行について生じる費用又は債務を負担し、適切に管理を行っております。

（２）株式会社の支配に関する基本方針
当社は、株式会社の支配に関する基本方針として、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的と

した経営を行うことを基本方針としております。
当社株式の大量取得行為等が行われる場合においては、その内容が当社の企業価値及び株主共同の利益の向上

に資するものであるかを十分に検討し、株主及び投資家の皆様との対話を重視しつつ、必要に応じて適切な対応
を行う方針であります。
当社は、現時点において特定の買収防衛策を導入しておりませんが、今後の市場環境の変化や株主構成の動向

を踏まえ、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、その在り方について引き続き慎重に検討して
まいります。

（３）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、中長期的に企業価値を向上させるとともに、連結業績等を総合的に勘案した上で、株主への利益還元

等を決定することを基本方針としております。当社は、将来の成長のために必要な先行投資を行いつつも、継続
的かつ安定的な配当による株主還元を行うバランスの取れた経営戦略が重要であると認識しております。このよ
うな方針のもと、当期（2025年12月期）の配当金につきましては、業績及び機関投資家をはじめとする株主の
皆様からのご意見も踏まえ、株主還元の充実を図る観点から、中間配当として１円、期末配当として２円、年間
で３円の配当を実施させていただくことといたしました。
次期（2026年12月期）につきましては、中間配当として１円、期末配当として１円、年間で２円の配当を予

定しております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。



連結計算書類

42

連結貸借対照表（2025年12月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額
資産の部

流動資産 9,690,110
現金及び預金 6,975,461
売掛金 2,032,730
商品及び製品 72,644
その他 612,050
貸倒引当金 △2,775

固定資産 9,491,917
有形固定資産 4,055,571
建物及び構築物 6,875,257
機械及び装置 3,780,415
工具、器具及び備品 1,010,540
リース資産 21,028
建設仮勘定 2,533
減価償却累計額 △7,634,203

無形固定資産 1,087,594
のれん 291,414
顧客関連資産 599,400
その他 196,780

投資その他の資産 4,348,751
投資有価証券 2,200,736
繰延税金資産 51,012
敷金及び保証金 1,294,842
その他 802,160

資産合計 19,182,027

科 目 金 額
負債の部
流動負債 4,557,682

買掛金 933,821
短期借入金 500,000
1年内返済予定の長期借入金 713,040
未払金 185,904
未払法人税等 222,318
前受金 1,321,754
その他 680,843

固定負債 2,554,940
長期借入金 1,151,300
退職給付に係る負債 97,082
資産除去債務 882,223
繰延税金負債 419,143
その他 5,191

負債合計 7,112,623
純資産の部
株主資本 8,556,434

資本金 3,478,998
資本剰余金 4,067,092
利益剰余金 1,098,027
自己株式 △87,684

その他の包括利益累計額 211,265
その他有価証券評価差額金 211,265

新株予約権 13,000
非支配株主持分 3,288,704
純資産合計 12,069,404
負債・純資産合計 19,182,027
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連結損益計算書（2025年１月１日から2025年12月31日まで） （単位：千円）

科 目 金 額
売上高 15,289,750
売上原価 12,014,205
売上総利益 3,275,545
販売費及び一般管理費 2,464,465
営業利益 811,080
営業外収益 141,765

受取利息 12,810
受取配当金 60,571
為替差益 24,387
持分法による投資利益 6,106
投資事業組合運用益 15,502
投資有価証券売却益 6,593
その他 15,792

営業外費用 43,649
支払利息 40,111
その他 3,537

経常利益 909,196
特別損失 359,387

減損損失 271,130
投資有価証券評価損 88,257

税金等調整前当期純利益 549,808
法人税、住民税及び事業税 271,637
法人税等調整額 2,841
当期純利益 275,329
非支配株主に帰属する当期純損失（△） △24,878
親会社株主に帰属する当期純利益 300,208
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連結株主資本等変動計算書（2025年１月１日から2025年12月31日まで） （単位：千円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,470,628 4,058,614 938,437 △87,684 8,379,996
会計方針の変更による
累積的影響額 △17,806 △17,806

会計方針の変更を反映した
当期首残高 3,470,628 4,058,614 920,631 △87,684 8,362,190
当期変動額
新株の発行 8,370 8,370 16,740
剰余金の配当 △122,811 △122,811
親会社株主に帰属する
当期純利益 300,208 300,208
非支配株主との取引に係
る親会社の持分変動 108 108
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 8,370 8,478 177,396 − 194,244
当期末残高 3,478,998 4,067,092 1,098,027 △87,684 8,556,434

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主

持分 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当期首残高 265,646 265,646 13,000 3,342,316 12,000,959
会計方針の変更による
累積的影響額 5,880 5,880 △41,339 △53,265

会計方針の変更を反映した
当期首残高 271,526 271,526 13,000 3,300,977 11,947,694
当期変動額
新株の発行 16,740
剰余金の配当 △122,811
親会社株主に帰属する
当期純利益 300,208
非支配株主との取引に係
る親会社の持分変動 108
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △60,261 △60,261 △12,272 △72,533

当期変動額合計 △60,261 △60,261 − △12,272 121,710
当期末残高 211,265 211,265 13,000 3,288,704 12,069,404
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連 結 注 記 表

1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等
(1) 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数 ５社
② 連結子会社の名称 ジャパンケーブルキャスト株式会社

GiTV株式会社
GiTV Fund I Investment, L.P.
GiTV Fund Ⅱ Investment, L.P.
株式会社ティエスエスリンク

③ 非連結子会社の名称 株式会社ヘリックス
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及
ぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項
① 持分法適用関連会社の数 ３社
② 持分法適用関連会社の名称 沖縄ケーブルネットワーク株式会社

モバイル・インターネットキャピタル株式会社
株式会社キャンパスナビTV

③ 持分法を適用しない
非連結子会社及び
関連会社の名称

株式会社ヘリックス
オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社

（持分法を適用しない理由）
持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、か
つ全体としても重要性がないためであります。
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(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
ａ その他有価証券

市場価格のない株
式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）

市場価格のない株
式等

移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条
第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契
約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を
基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっておりま
す。

ｂ 棚卸資産
商品及び製品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
ａ 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 ５〜20年
構 築 物 ５〜15年
機械及び装置 ９〜17年
工具、器具及び備品 ４〜18年
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ｂ 無形固定資産 （リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（４〜５
年間）に基づく定額法、顧客関連資産については、効果の及ぶ期間（15年）に基
づく定額法によっております。

ｃ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっておりま
す。

③ 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討して回収不能見
込額を計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
当社および一部の連結子会社において、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務の見込額に基づき、退職給付費用を計上しております。
⑤ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として処理しております。
外貨建有価証券（その他有価証券）は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は全部純資産直入法により処理しております。

⑥ のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、15年間の定額法により償却しております。
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⑦ 収益及び費用の計上基準
当社グループの事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以

下のとおりであります。なお、取引の対価は、履行義務を充足してから概ね１ヵ月以内
に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
ａ コンピュータプラットフォーム事業
（データセンター）
データセンター用不動産を賃借し、同不動産内にデータセンター設備、情報通信機

器等を設置して、インターネット情報提供サービスを提供する事業者の保有するコン
ピュータ機器をラック内に収容すると共に、当社の情報通信機器を通じて通信事業者
の通信回線と接続する等の各種サービスを提供しております。
このようなサービスについては、顧客との契約に基づき、履行義務が時の経過とと

もに充足されるため、契約期間に応じて一定の期間にわたり収益を認識しております。
（クラウド・ソリューション）
当社内データセンターにある当社の保有するコンピュータ資源を顧客に貸し出して

おります。また、当社と販売提携している他社製クラウドサービスの再販、クラウド
利用に関するサービスを提供しております。
このようなサービスについては、顧客との契約に基づき、履行義務が時の経過とと

もに充足されるため、契約期間に応じて一定の期間にわたり収益を認識しております。
（データ・ソリューション）
当社が代理店権を有するストレージ装置の販売、大容量ストレージに蓄積されたデ

ータを分析・加工するシステム構築、データ分析、加工するサービスを提供しており
ます。
ストレージ装置等の販売については、顧客との契約に基づき、顧客が検収した時点

で履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しております。また、保守サー
ビスについては、顧客との契約に基づき、履行義務が時の経過とともに充足されるた
め、契約期間に応じて一定の期間にわたり収益を認識しております。
なお、保守サービスのうち、履行義務が財又はサービスを他の当事者によって提供

されるように手配することであると判断する代理人取引に該当する場合は、顧客から
受け取ると見込まれる金額から仕入先に支払う金額を控除した純額で手配が完了した
時点で収益を認識しております。
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（その他）
株式会社ティエスエスリンクは、主として情報漏洩対策ソフトウェア製品を開発、

販売しております。当該製品の販売については、代替的な取扱いを適用し出荷時点等
の一時点で収益を認識しております。また、保守サービスについては、顧客との契約
に基づき、履行義務が時の経過とともに充足されるため、契約期間に応じて一定の期
間にわたり収益を認識しております。

ｂ メディアソリューション事業
ジャパンケーブルキャスト株式会社は、主に日本全国のケーブルテレビ事業者向け

のコンテンツプラットフォーム、日本全国のケーブルテレビ事業者及び地方自治体向
けに展開しているインフォメーションプラットフォームを提供しております。基本シ
ステム利用料や回線利用料の販売については、顧客との契約に基づき、顧客が検収し
た時点で履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しております。また、地
方自治体等からの業務委託については、顧客との契約に基づき、履行義務が時の経過
とともに充足されるため、契約期間に応じて一定の期間にわたり収益を認識しており
ます。
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2. 会計方針の変更に関する注記
（子会社における日本基準に基づく会計処理の変更）

当社の子会社であるGiTV Fund Ⅱ Investment, L.P.は、従来、米国会計基準を適用して
おりましたが、当連結会計年度より日本基準を適用しております。
この変更により、当連結会計年度から、当該子会社について実務対応報告第18号「連結財

務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」の当面の取扱いではな
く、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき親会社である当社の適
用している会計基準（日本基準）によって連結計算書類を作成しております。
当該変更は遡及して適用され、会計方針の変更の累積的影響額は当連結会計年度の期首の

純資産の帳簿価額に反映されております。この結果、連結株主資本等変動計算書の遡及適用
後の期首残高は利益剰余金が17,806千円減少し、その他有価証券評価差額金の期首残高が
5,880千円増加し、非支配株主持分の期首残高が41,339千円減少しております。

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月

28日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)及び
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)
を当連結会計年度の期首から適用しております。
これによる連結計算書類への影響はありません。

3. 表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。
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4．会計上の見積りに関する注記
(重要な会計上の見積り)
(1) 投資有価証券の減損
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（千円）
当連結会計年度

投資有価証券評価損 88,257
投資有価証券 2,200,736

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
ａ 算出方法

市場価格のない株式等以外のものについては時価法を、市場価格のない株式等につい
ては、原価法を採用しております。
市場価格のない株式等以外のものについては、期末における時価が取得原価に比べ

50%以上下落した場合には相当の減損処理を行い、50%程度を下回る下落率であって
も、回復可能性等を考慮して必要と認めた額について減損処理を行っております。
市場価格のない株式等の内、非上場株式については、投資時に定めた投資先のARR

（Annual Recurring Revenue：年間経常収益）や運転資金等のマイルストーンについ
て、その後の達成状況等を把握し、減損処理の要否を検討しております。また、投資事
業組合への出資については、組合契約について規定される決算報告に応じて入手可能な
直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によって算定しております
が、当該投資事業組合が保有する投融資について評価の見直しが必要となる可能性があ
ります。

ｂ 主要な仮定
市場価格のない株式等については、経済環境や事業計画等の仮定に影響を受ける可能

性といった不確実性があります。その事業計画には、各投資先の将来の増収率等を主要
な仮定として織り込んでおります。
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ｃ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
予測不能な前提条件の変化等により、翌連結会計年度の連結計算書類において投資有

価証券の計上金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(2) 固定資産の減損
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（千円）
当連結会計年度

減損損失 271,130
有形固定資産 4,055,571
無形固定資産 1,087,594

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
ａ 算出方法

当社グループは、管理会計上の区分をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として
捉え、その単位を基礎にグルーピングする方法を採用しております。具体的には、当社は
各データセンターまたは提供サービスを基礎とし、連結子会社は会社単位を基礎としグル
ーピングしております。減損の兆候の判断としては、各資産グループの営業損益が継続的
にマイナスとなった場合などをその指標としております。減損の兆候が認められた資産グ
ループについては、当該グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が固
定資産の帳簿価額を下回る場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損
損失として計上しております。割引前将来キャッシュ・フローの総額は、取締役会で承認
された各社の事業計画を基礎としております。

ｂ 主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの見積りの根拠となる各社の事業計画の仮定に影響を受

ける可能性といった不確実性があります。その事業計画には、データセンターの稼働率、
その他各事業の将来の増収率、物価上昇及びエネルギー価格の高騰に伴うサービス提供価
格の変化予測等を主要な仮定として織り込んでおります。
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ｃ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
予測不能な前提条件の変化等により、翌連結会計年度の連結計算書類において有形固定

資産の計上金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(3) のれん及び顧客関連資産の減損
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（千円）
当連結会計年度

減損損失 ―

のれん 291,414
顧客関連資産 599,400

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
ａ 算出方法

当社グループは、ジャパンケーブルキャスト株式会社の買収時に同社の超過収益力を前
提としたのれんを計上しております。また、同社の既存顧客との継続的な取引関係により
生み出すことが期待される超過収益の現在価値を顧客関連資産として計上しております。
これらは、いずれもその効果の発現する期間を見積り、その期間で均等償却しておりま
す。
のれん及び顧客関連資産の減損の兆候の有無については、同社の営業活動から生じる損

益が継続してマイナスとなっている場合や実績が当初の事業計画を下回っている場合等に
おいて、減損の兆候を識別しております。のれん及び顧客関連資産を含む資産グループの
帳簿価額と割引前将来キャッシュ・フローを比較し、割引前将来キャッシュ・フローが帳
簿価額を下回る場合には減損損失を認識し、帳簿価額を回収可能価額まで減額することに
より減損損失を計上しております。その割引前将来キャッシュ・フローは、同社の取締役
会で承認された事業計画を基礎としております。

ｂ 主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの見積りの根拠となる当該子会社の事業計画の仮定に影

響を受ける可能性といった不確実性があります。減損の兆候を識別した場合には、その事
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業計画に過去の経営成績の実績を勘案した一定の売上高成長率及び営業利益並びに既存顧
客の減少率等を主要な仮定として織り込んでおります。

ｃ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
予測不能な前提条件の変化等により、翌連結会計年度の連結計算書類においてのれん及

び顧客関連資産の計上金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(4) 繰延税金資産の回収可能性
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（千円）
当連結会計年度

繰延税金資産
（繰延税金負債相殺前） 74,749

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
ａ 算出方法

当社グループは、各社の当連結会計年度末における将来減算一時差異等について、各社
の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りによって、繰延税金資産の回収可
能性を各社ごとに判断しております。当該課税所得の見積りは、各社の取締役会で承認さ
れた事業計画を基礎としております。

ｂ 主要な仮定
一時差異等加減算前課税所得の見積りの根拠となる各社の事業計画の仮定に影響を受け

る可能性といった不確実性があります。その事業計画には、データセンターの稼働率、そ
の他各事業の将来の増収率、物価上昇及びエネルギー価格の高騰に伴うサービス提供価格
の変化予測等を主要な仮定として織り込んでおります。

ｃ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
予測不能な前提条件の変化等により、翌連結会計年度の連結計算書類において繰延税金

資産の計上金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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5. 連結貸借対照表に関する注記
（1）コミット型シンジケートローン契約

当社は株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする取引銀行等５社と総額40億円のコミッ
ト型シンジケートローン契約を2018年３月26日付で締結し、2018年12月28日付で変更契
約を締結しております。
変更契約締結後の財務制限条項は以下のとおりです。
①2018年６月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される
純資産の部の合計金額を、2017年６月期末日における連結貸借対照表に記載される純資
産の部の合計金額の80％に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対
照表に記載される純資産の部の合計金額の80％に相当する金額のうち、いずれか高いほ
うの金額以上に維持すること。

②2020年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される
経常損益を２回連続して損失としないこと。

この契約に基づく借入金残高は次のとおりであり、借入未実行残高はございません。
借入金残高 1,375,000千円

（2）顧客との契約から生じた契約負債の残高
顧客との契約から生じた契約負債は「前受金」に含まれております。契約負債の金額は、

連結注記表「９．収益認識に関する注記 (3) ① 契約負債の残高等」に記載しております。

6. 連結損益計算書に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益の額

売上高については、すべて顧客との契約から生じる収益の額であり、顧客との契約から生
じる収益以外の収益は含まれておりません。顧客との契約から生じる収益の額については、
連結注記表「９．収益認識に関する注記 (1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報」
に記載しております。
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(2) 減損損失
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

①減損損失を認識した資産グループの概要
主な用途 主な場所 種類 金額

当社事業用資産
（データセンター設備等）

東京都目黒区
東京都江東区
大阪府大阪市

建物及び構築物
工具、器具及び備品
その他

233,218千円
37,824千円

87千円
合計 271,130千円

②減損損失の認識に至った経緯
当社は前期および当期において営業利益を計上するなど、全社的な収益性は良好な状況に

あります。しかしながら、当社の資産グループの一部について、営業損益が継続的にマイナ
スとなっていること等により、減損の兆候が認められたため、将来の回収可能性を検討いた
しました。
その結果、減損の兆候が認められた資産グループから得られる割引前キャッシュ・フロー

の総額が固定資産の帳簿価額を下回ることから、当該帳簿価額を回収可能価額まで減額し、
当該減少額を減損損失（271,130千円）として特別損失に計上いたしました。
③資産のグルーピングの方法
当社グループは、管理会計上の区分をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として捉

え、その単位を基礎にグルーピングする方法を採用しております。具体的には、当社は各デ
ータセンターまたは提供サービスを基礎とし、連結子会社は会社単位を基礎としグルーピン
グしております。また、各社の本社、研究設備等の独立してキャッシュ・フローを生み出さ
ない資産については各社の共用資産としております。
④回収可能価額の算定方法
当社グループの回収可能価額は使用価値により算定しており、将来キャッシュ・フローを

税引前の加重平均資本コストを基に算定した10.38％で割り引いております。ただし、将来
キャッシュ・フローがマイナスである資産グループについては、使用価値を零としておりま
す。
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7. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度末における発行済株式の総数

普通株式 61,773,500株
(2) 当連結会計年度末における自己株式の数

普通株式 315,522株
(3) 当連結会計年度末における新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式 10,400,000株
(4) 配当に関する事項
① 配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

2025年２月７日
臨 時 取 締 役 会 普通株式 61,351 1 2024年12月31日 2025年３月５日
2025年８月６日
臨 時 取 締 役 会 普通株式 61,459 1 2025年６月30日 2025年９月１日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな
るもの

（決議） 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

2026年１月27日
定 時 取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 122,915 2 2025年12月31日 2026年３月９日
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8. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金や安全性の高い有価証券を基本とし
ておりますが、連結子会社であるGiTV Fund Ⅰ Investment,L.P.（以下、「GiTV 1」）
及びGiTV Fund Ⅱ Investment,L.P.（以下、「GiTV 2」）を通じて海外のAIやIoT関連の
ベンチャー企業（アーリーステージの企業）等への投資を行っております。
また、資金調達については金融機関等からの借入により調達しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券はGiTV 1及びGiTV 2が保有する株式等の他、業務上の関係を有する企

業の株式であり、時価の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金のうち、外貨建て債務は、為替の変動リスクに晒されておりま

す。
借入金は主に運転資金及び設備資金の調達を目的としたものであり、変動金利による借

入は金利変動リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
ａ 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信・債権管理規程に従い、営業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニ
タリングし、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うことにより、財務状況等の悪化
等による債権回収懸念の早期把握やその軽減を図っております。満期保有目的の債券
は、資金管理規程に従い、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは低
いものと認識しております。
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ｂ 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握

し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘
案して保有状況を継続的に見直しております。なお、満期保有目的の債券は、資金管理
規程に従い格付の高い債券のみを対象としているため、市場リスクは低いものと認識し
ております。なお、外貨建の金融商品は、為替変動のリスクに晒されております。

ｃ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新すると

ともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を

採用することにより、当該価額が変動することがあります。

⑤ 信用リスクの集中
当連結会計年度の連結決算日における営業債権のうち20.6％は大口顧客２社に対する

ものであります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項
2025年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。
「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」「短期借入金」「1年内返済予定の長期借入

金」は、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであ
ることから、記載を省略しております。

（単位：千円)
連結貸借対照表計上額 時価 差額

投資有価証券
その他有価証券 217,500 217,500 −

敷金及び保証金 1,294,842 529,545 △765,297
資産合計 1,512,342 747,045 △765,297

長期借入金 1,151,300 1,146,816 △4,483
負債合計 1,151,300 1,146,816 △4,483

(注１) 市場価格のない株式等は、上表の「投資有価証券」には含めておりません。当該金融商
品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 連結貸借対照表計上額
投資有価証券 1,983,236千円

非上場株式 1,198,540千円
非連結子会社株式
および関連会社株式 365,579千円
関係会社への出資金 0千円
投資事業組合等出資金 419,116千円
非上場債券 0千円

投資事業組合等出資金は「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第31号 2021年６月17日）第24-16項に従い、時価開示の対象とはしておりませ
ん。
上記の投資有価証券の当連結会計年度末残高のうち、非上場株式1,198,540千円は、当
社が276,793千円、GiTV 1が610,937千円、GiTV 2が309,174千円保有しておりま
す。また、投資事業組合等出資金419,116千円は、当社が81,143千円、GiTV 1が
282,366千円、GiTV 2が55,606千円保有しております。なお、非上場債券0千円は、
全てGiTV 1が保有しております。
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(注２) 市場価格のない株式等の減損処理額
当社グループは、GiTV 1が保有する投資有価証券について、88,257千円（投資事業組
合等出資金）の減損処理を行っております。

(注３) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
（単位：千円)

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

預金 6,974,851 − − −
売掛金 2,032,730 − − −

合計 9,007,581 − − −

(注４) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円)

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

長期借入金 713,040 715,540 435,760 − − −

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以

下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を
分類しております。
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①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円)

時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 217,500 − − 217,500

資産合計 217,500 − − 217,500

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円)

時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷金及び保証金 − 529,545 − 529,545

資産合計 − 529,545 − 529,545
長期借入金 − 1,146,816 − 1,146,816

負債合計 − 1,146,816 − 1,146,816

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
その他有価証券は上場株式であります。上場株式については取引所の価格をもって評価

しており、活発な市場で取引されているため、レベル１の時価に分類しております。

敷金及び保証金
敷金及び保証金については償還予定時期を見積り、将来キャッシュ・フローを国債の利

回り等、適切な指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類し
ております。

長期借入金
長期借入金は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率

を基に、割引現在価値法により算定しており、その時価をレベル２の時価に分類しており
ます。また、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似
していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
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9. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)
報告セグメント

調整額 連結計算書類
計上額コンピュータプ

ラットフォーム
事業

メディアソリュ
ーション事業 計

売上高

データセンター 4,822,541 − 4,822,541 − 4,822,541

クラウド・ソリューション 2,048,573 − 2,048,573 − 2,048,573

データ・ソリューション 4,821,076 − 4,821,076 − 4,821,076

コンテンツ
プラットフォーム − 2,696,038 2,696,038 − 2,696,038

インフォメーション
プラットフォーム − 660,123 660,123 − 660,123

その他 165,563 241 165,804 55,103 220,908

顧客との契約から生じる収益 11,857,756 3,356,403 15,214,160 55,103 15,269,263

その他の収益 20,487 − 20,487 − 20,487

外部顧客への売上高 11,878,243 3,356,403 15,234,647 55,103 15,289,750

セグメント間の内部売上高
又は振替高 36,704 300 37,004 △37,004 −

計 11,914,948 3,356,703 15,271,651 18,099 15,289,750

(2) 収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「１. 連結

計算書類の作成のための基本となる重要な事項等 (4) 会計方針に関する事項 ⑦ 収益及
び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約負債の残高等

（単位：千円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権 2,032,730
契約負債 1,321,754
連結貸借対照表上、契約負債は「前受金」に計上しております。契約負債は、保守契

約等に係る顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度において、残存履行義務に配分した取引価格の総額は、1,321,754千円

であります。当該残存履行義務については、期末日後概ね５年以内に収益を認識すること
を見込んでおります。

10. １株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 142円66銭

(2) １株当たり当期純利益 4円89銭

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸借対照表（2025年12月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額
資産の部
流動資産 5,439,019

現金及び預金 3,203,695
売掛金 1,634,184
商品及び製品 59,030
前払費用 499,373
その他 45,105
貸倒引当金 △2,369

固定資産 8,654,941
有形固定資産 3,206,144
建物 6,822,337
構築物 10,190
機械及び装置 766,099
工具、器具及び備品 963,748
リース資産 21,028
建設仮勘定 1,153
減価償却累計額 △5,378,414

無形固定資産 50,271
ソフトウェア 32,929
その他 17,341

投資その他の資産 5,398,525
投資有価証券 575,437
関係会社株式 2,974,377
関係会社出資金 198,673
長期前払費用 336,913
敷金及び保証金 1,271,543
その他 41,579

資産合計 14,093,960

科 目 金 額
負債の部
流動負債 3,495,950

買掛金 768,999
短期借入金 500,000
1年内返済予定の長期借入金 702,000
リース債務 128
未払金 141,848
未払法人税等 78,966
前受金 1,110,976
その他 193,031

固定負債 2,147,248
長期借入金 1,129,500
資産除去債務 869,036
繰延税金負債 148,711

負債合計 5,643,198
純資産の部
株主資本 8,232,683
資本金 3,478,998
資本剰余金 3,641,488
資本準備金 3,462,286
その他資本剰余金 179,201

利益剰余金 1,199,881
その他利益剰余金 1,199,881
繰越利益剰余金 1,199,881

自己株式 △87,684
評価・換算差額等 205,078
その他有価証券評価差額金 205,078

新株予約権 13,000
純資産合計 8,450,761
負債・純資産合計 14,093,960
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損益計算書（2025年１月１日から2025年12月31日まで） （単位：千円）

科 目 金 額

売上高 11,760,022
売上原価 9,864,565
売上総利益 1,895,457
販売費及び一般管理費 1,372,267
営業利益 523,190
営業外収益 145,215

受取利息 4,934
受取配当金 104,004
為替差益 22,730
業務受託手数料 4,800
投資有価証券売却益 6,593
その他 2,151

営業外費用 80,886
支払利息 39,834
支払手数料 2,032
投資事業組合運用損 37,515
その他 1,505

経常利益 587,518
特別損失 271,130

減損損失 271,130
税引前当期純利益 316,388
法人税、住民税及び事業税 87,343
法人税等調整額 22,480
当期純利益 206,564
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株主資本等変動計算書（2025年１月１日から2025年12月31日まで） （単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金合

計繰越利益
剰余金

当期首残高 3,470,628 3,453,916 179,201 3,633,118 1,116,129 1,116,129
当期変動額
新株の発行 8,370 8,370 8,370
剰余金の配当 △122,811 △122,811
当期純利益 206,564 206,564
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 8,370 8,370 − 8,370 83,752 83,752
当期末残高 3,478,998 3,462,286 179,201 3,641,488 1,199,881 1,199,881

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △87,684 8,132,190 265,328 265,328 13,000 8,410,519
当期変動額
新株の発行 16,740 16,740
剰余金の配当 △122,811 △122,811
当期純利益 206,564 206,564
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △60,250 △60,250 △60,250

当期変動額合計 − 100,492 △60,250 △60,250 − 40,241
当期末残高 △87,684 8,232,683 205,078 205,078 13,000 8,450,761
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個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

その他有価証券
市場価格のない株
式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）

市場価格のない株
式等

移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第
２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に
規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と
し、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 ５〜20年
構 築 物 ５〜15年
機械及び装置 ９〜17年
工具、器具及び備品 ４〜18年

② 無形固定資産 （リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（４〜

５年間）に基づく定額法によっております。
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③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっており

ます。

(3) 引当金の計上基準
貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討して回収不能見
込額を計上しております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。
外貨建有価証券（その他有価証券）は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は全部純資産直入法により処理しております。
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(5) 収益及び費用の計上基準
当社の事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおり

であります。なお、取引の対価は、履行義務を充足してから概ね１ヵ月以内に受領してお
り、重要な金融要素は含んでおりません。
（データセンター）
データセンター用不動産を賃借し、同不動産内にデータセンター設備、情報通信機器等

を設置して、インターネット情報提供サービスを提供する事業者の保有するコンピュータ
機器をラック内に収容すると共に、当社の情報通信機器を通じて通信事業者の通信回線と
接続する等の各種サービスを提供しております。
このようなサービスについては、顧客との契約に基づき、履行義務が時の経過とともに

充足されるため、契約期間に応じて一定の期間にわたり収益を認識しております。
（クラウド・ソリューション）
当社内データセンターにある当社の保有するコンピュータ資源を顧客に貸し出しており

ます。また、当社と販売提携している他社製クラウドサービスの再販、クラウド利用に関
するサービスを提供しております。
このようなサービスについては、顧客との契約に基づき、履行義務が時の経過とともに

充足されるため、契約期間に応じて一定の期間にわたり収益を認識しております。
（データ・ソリューション）
当社が代理店権を有するストレージ装置の販売、大容量ストレージに蓄積されたデータ

を分析・加工するシステム構築、データ分析、加工するサービスを提供しております。
ストレージ装置等の販売については、顧客との契約に基づき、顧客が検収した時点で履

行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しております。
また、保守サービスについては、顧客との契約に基づき、履行義務が時の経過とともに

充足されるため、契約期間に応じて一定の期間にわたり収益を認識しております。
なお、保守サービスのうち、履行義務が財又はサービスを他の当事者によって提供され

るように手配することであると判断する代理人取引に該当する場合は、顧客から受け取る
と見込まれる金額から仕入先に支払う金額を控除した純額で手配が完了した時点で収益を
認識しております。
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2. 会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月
28日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)及び
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)
を当事業年度の期首から適用しております。
これによる計算書類への影響はありません。

3．表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。

4．会計上の見積りに関する注記
(重要な会計上の見積り)

(1) 投資有価証券の減損
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

（千円）
当事業年度

投資事業組合運用損 37,515
投資有価証券評価損 −
投資有価証券 575,437
関係会社出資金 198,673

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
ａ 算出方法

市場価格のない株式等以外のものについては時価法を、市場価格のない株式等につい
ては、原価法を採用しております。
市場価格のない株式等以外のものについては、期末における時価が取得原価に比べ

50%以上下落した場合には相当の減損処理を行い、50%程度を下回る下落率であって
も、回復可能性等を考慮して必要と認めた額について減損処理を行っております。
市場価格のない株式等については、実質価額が取得価額と比べて50%以上下落したも
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のについては、「著しく下落した」ものとし、回復可能性が十分な根拠により裏付けさ
れる場合を除き減損処理を行っております。また、投資事業組合への出資については、
組合契約に規定される決算報告に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当
額を純額で取り込む方法によって算定しておりますが、当該投資事業組合の投資先は主
に非上場企業であり、保有する投融資について評価の見直しが必要となる可能性があり
ます。

ｂ 主要な仮定
投資有価証券の評価のうち、市場価格のない株式等については、回復可能性の根拠と

なる事業計画等の仮定に影響を受ける可能性といった不確実性があります。その事業計
画には、投資先企業の売上高成長率等を主要な仮定として織り込んでおります。

ｃ 翌事業年度の計算書類に与える影響
予測不能な前提条件の変化等により、翌事業年度の計算書類において投資有価証券の

計上金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(2) 固定資産の減損
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

（千円）
当事業年度

減損損失 271,130
有形固定資産 3,206,144
無形固定資産 50,271

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
ａ 算出方法

当社は、管理会計上の区分をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として捉え、そ
の単位を基礎にグルーピングする方法を採用しております。具体的には、各データセンタ
ーまたは提供サービスを基礎にグルーピングしております。
減損の兆候の判断としては、各資産グループの営業損益が継続的にマイナスとなった場

合などをその指標としております。減損の兆候が認められた資産グループについては、当
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該グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を下
回る場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上してお
ります。割引前将来キャッシュ・フローの総額は、取締役会で承認された事業計画を基礎
としております。

ｂ 主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの見積りの根拠となる当社の事業計画の仮定に影響を受

ける可能性といった不確実性があります。その事業計画には、データセンターの稼働率、
物価上昇及びエネルギー価格の高騰に伴うサービス提供価格の変化予測等を主要な仮定と
して織り込んでおります。

ｃ 翌事業年度の計算書類に与える影響
予測不能な前提条件の変化等により、翌事業年度の計算書類において有形固定資産の計

上金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(3) 繰延税金資産の回収可能性
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

（千円）
当事業年度

繰延税金資産
（繰延税金負債相殺前） 22,412

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
ａ 算出方法

当社は、当事業年度末における将来減算一時差異等について、収益力に基づく一時差異
等加減算前課税所得の見積りによって、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
当該課税所得の見積りは、取締役会で承認された事業計画を基礎としております。



74

ｂ 主要な仮定
一時差異等加減算前課税所得の見積りの根拠となる当社の事業計画の仮定に影響を受け

る可能性といった不確実性があります。その事業計画には、データセンターの稼働率、物
価上昇及びエネルギー価格の高騰に伴うサービス提供価格の変化予測等を主要な仮定とし
て織り込んでおります。

ｃ 翌事業年度の計算書類に与える影響
予測不能な前提条件の変化等により、翌事業年度の計算書類において繰延税金資産の計

上金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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5. 貸借対照表に関する注記
（1）コミット型シンジケートローン契約

当社は株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする取引銀行等５社と総額40億円のコミッ
ト型シンジケートローン契約を2018年３月26日付で締結し、2018年12月28日付で変更契
約を締結しております。
変更契約締結後の財務制限条項は以下のとおりです。
①2018年６月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される
純資産の部の合計金額を、2017年６月期末日における連結貸借対照表に記載される純資
産の部の合計金額の80％に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対
照表に記載される純資産の部の合計金額の80％に相当する金額のうち、いずれか高いほ
うの金額以上に維持すること。

②2020年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される
経常損益を２回連続して損失としないこと。

この契約に基づく借入金残高は次のとおりであり、借入未実行残高はございません。
借入金残高 1,375,000千円

（2）関係会社に対する金銭債権・債務
① 金銭債権

売 掛 金 3,970千円
未 収 入 金 8,631千円
未 収 利 息 19千円
短 期 貸 付 金 20,000千円
長 期 貸 付 金 40,000千円

② 金銭債務
買 掛 金 36千円
未 払 金 110千円



76

6. 損益計算書に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益の額

売上高については、すべて顧客との契約から生じる収益の額であり、顧客との契約から
生じる収益以外の収益は含まれておりません。

（2）関係会社との取引高
営業取引による取引高
売 上 高 54,560千円
仕 入 高 357千円
その他の営業取引
受 取 賃 貸 料 85,894千円
受 取 出 向 料 18,057千円
そ の 他 1,680千円

営業取引以外の取引高
そ の 他 収 益 31,009千円

7. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の数

普通株式 315,522株
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8. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（繰延税金資産）

未 払 費 用 77,951千円
未払事業税及び事業所税 16,646千円
棚 卸 資 産 51,209千円
貯 蔵 品 4,160千円
株 式 報 酬 費 用 3,773千円
貸 倒 引 当 金 725千円
資 産 除 去 債 務 273,920千円
減 価 償 却 超 過 額 391,125千円
投 資 有 価 証 券 評 価 損 193,249千円
繰 越 欠 損 金 382,027千円
そ の 他 10,511千円
繰 延 税 金 資 産 小 計 1,405,301千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △382,027千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,000,860千円
評 価 性 引 当 額 小 計 △1,382,888千円
繰 延 税 金 資 産 合 計 22,412千円

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 94,393千円
資産除去債務に対応する除去費用 76,730千円
繰 延 税 金 負 債 合 計 171,124千円

差引：繰延税金負債純額 148,711千円
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9. 関連当事者との取引に関する注記
該当事項はありません。

10. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「９．収益

認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

11. １株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 137円29銭

(2) １株当たり当期純利益 3円36銭

12. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
株式会社 ブロードバンドタワー 2026年２月９日

取締役会 御中
PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 善 塲 秀 明
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 臼 杵 大 樹

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ブロードバンドタワーの2025年１月

１日から2025年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、株式会社ブロードバンドタワー及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期
間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用
される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査
に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための
対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
株式会社 ブロードバンドタワー 2026年２月9日

取締役会 御中
PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 善 塲 秀 明
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 臼 杵 大 樹

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ブロードバンドタワーの2025

年１月１日から2025年12月31日までの第27期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用さ
れる規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作

成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び
運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための
対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第27期事業年度における取締役の

職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の

内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明すると
ともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会
社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関
する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事
業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役
及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備し
ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

202６年２月13日
株式会社ブロードバンドタワー 監査等委員会

監査等委員 井 上 隆 司 ㊞
監査等委員 大 賀 公 子 ㊞
監査等委員 鈴 木 英 彦 ㊞

（注） １.監査等委員井上隆司、監査等委員大賀公子及び鈴木英彦は、会社法第２条第15号及び第331条
第６項に規定する社外取締役であります。
２.監査等委員濱田邦夫が、2025年９月30日に辞任により、監査等委員である取締役の法定員数
を欠くこととなったため、東京地方裁判所に一時取締役（監査等委員）の職務を行う者の選任申
立を行い、2025年11月５日付で同裁判所より鈴木英彦が一時取締役（監査等委員）として選任
され就任いたしました。

以 上



Project 新規事業への取組み

「石狩再エネデータセンター」事業
～AI時代のグリーンデータセンター実現に向けて～

施設概要 (予定)
所 在 地： 北海道石狩市新港
延床面積： 約11,093㎡
受電容量： 15,000kW（15MW）
区 画 数： 6データホール
当社区画： 約570㎡（190ラック相当）

締結契約
コンサルティング業務委託契約
建物管理業務委託契約（施設全体）
建物賃貸借契約（1データホール）
再エネ電力供給に関する覚書

再生可能エネルギー100％で運用するデータセンター
「石狩再エネデータセンター」は、北海道石狩市内の石狩湾新港地域内に設けられたRE（Renewable Energy：再
生可能エネルギー）100ゾーンに建設されます。冷涼な気候に恵まれた北海道は、太陽光、風力、水力、地熱などの
再エネの活用に適しています。近年では北極海を横断する海底ケーブルの敷設計画が本格化しており、ヨーロッパ
やアメリカと北海道とを結ぶ最短の通信ルートの可能性についても注目されつつあります。北海道は「北海道データ
センターパーク」構想を打ち出し、データセンターの一大拠点化を目指して具体的な施策を次 と々講じております。

資産への投資を抑えた「アセットライト」な事業モデル
合同会社石狩再エネデータセンター第1号との協業により、企業間での協創体制やSPC（Special Purpose Company：
特別目的事業体）を活用したストラクチャーを構築、事業化を進めております。ハイパースケールデータセンター、
エッジデータセンターなど、データセンターのニーズが多様化し、その開発プロジェクトも年々大規模化する中、当
社は従来よりも資産への投資を抑えた「アセットライト」な事業モデルにシフトすることで、事業規模や資金面の問
題に捉われることなく、データセンター事業の成長を加速させ、同時に最新のデータセンター開発プロジェクトを通
じて更なる事業経験とノウハウを獲得してまいります。

石狩再エネデータセンター第1号 建設工事写真 （2025年11月撮影 提供元：合同会社石狩再エネデータセンター第1号）
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次世代通信基盤「IOWN®」の活用
～NTT東日本と、距離的制約を超える新たなデータプラットフォームの共同実証を開始～

長距離（東京～北海道）のデータセンター拠点間を接続
NTT東日本株式会社との間で共同実験協定を締結、長距離（東京～北海道）のデータセンター拠点間で
の、次世代通信基盤「IOWN※1」におけるオールフォトニクス・ネットワーク「APN※2」を活用したスト
レージシステムの共同実証を開始いたしました。本共同実証では、東京拠点「ブロードバンドタワー新
大手町サイト」と、北海道拠点「NTT東日本札幌市内データセンター」（2026年開設予定の「石狩再エネ
データセンター」を想定し、NTT東日本札幌市内データセンターを利用。距離は約1,000km超）にまたが
る、一貫したストレージシステム（ワンボリューム）を構築いたします。
ブロードバンドタワーの提供するストレージサービス内通信にAPNを活用し、1,000kmを超える長距
離データセンター間で同一ファイルシステムを構成する初めての取組みです。

※1 IOWN
IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）構想とは、あらゆる情報を基に個と全体との最適化を図
り、光を中心とした革新的技術を活用し、高速大容量通信ならびに膨大な計算リソースなどを提供可能な、端末を
含むネットワーク・情報処理基盤の構想です。
※2 APN
APN（All-Photonics Network）とは、ネットワークから端末まで、すべてにフォトニクス（光）ベースの技術を導入
し、これにより現在のエレクトロニクス（電子）ベースの技術では困難な、圧倒的な低消費電力、高品質・大容量、低
遅延の伝送を実現いたします。
※「IOWN®」は、NTT株式会社の商標又は登録商標です。
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